
　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0001

A201700723

2017-2060

2017/12/29

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のリチウムイオン電池セルが内部短
絡により出火したものと推定されるが、焼損が
著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　輸入事業者である（株）ポスタリテイト
は、事故の再発防止を図るため、２０２０
年（令和２年）３月２４日より同社が把握
している当該型式品の購入者に対しＤＭを
送付し、製品の回収を実施している。　な
お、経済産業省では、同日付けでホームペ
ージにリコール情報を掲載している。

(受付:2018/02/07)スピーカー（充電式）

（株）ポスタリテイト

ｏｔｏｂｏｘ０１－ｂｋ

( 火災 )

A201800293

2018-0770

2018/08/13

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、ＡＣアダプターのＤＣプラグ樹
脂において、難燃剤に使用されていた赤リンの
耐水性に不具合があったため、湿度の影響でリ
ン酸が生じて端子金具から銅が溶出して端子間
が短絡し、異常発熱して出火に至ったものと推
定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/08/15)液晶テレビ

ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃｓ　Ｊａｐａｎ（株）

２２ＬＥ５３００

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0002

A201800347

2018-0840

2018/08/29

(事故発生地)

広島県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、 ○当該製品は、全体的に焼損し
ており、ファンカバー等の樹脂部品は焼失して
いた。○ファンルーム内にあるファンモーター
は著しく焼損しており、ファンモーター基板は
、内部配線の接続部の銅箔パターンがはがれて
おり、一部に溶融した痕跡が認められた。○フ
ァンモーターは、ロック状態であったが、内部
の巻線に溶融痕等の出火の痕跡は認められなか
った。○インバーター基板からファンモーター
への給電線は被覆が焼失していたが、断線や溶
融痕は認められなかった。○インバーター基板
、フィルター基板等の電装品室の電気部品に出
火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、
ファンモーター基板と内部配線の接続部から出
火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、
事故発生時の状況が不明のため、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/11)エアコン（室外機）

三菱電機（株）

ＭＳＺ－ＦＸ２８ＤＧ

( 火災 )

A201800361

2018-0968

2018/08/07

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品の電源を入れたところ、当該
製品を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、モーター制御基板上のトランジ
スターの不具合により、トランジスターが異常
発熱し、焼損したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/18)電気掃除機（充電式、ス
ティック型）

ダイソン（株）

ＤＣ４５ＭＯ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0003

A201800432

2018-1211

2018/10/16

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、 ○当該製品を初めて温風機とし
て使用したところ、使用開始から約１０分後に
火災が発生した。○当該製品の焼損は著しく、
外郭樹脂の大部分が焼失していた。○電源基板
の部品、制御基板、ヒーター、ヒーター用リー
ド線の端子等、一部の電気部品が焼失して確認
できなかった。●当該製品の焼損は著しく、確
認できない部品があり、詳細な使用状況も不明
なことから、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/10/30)電気冷温風機（加湿機能
付）

シロカ（株）

ＡＨＣ－１０７

( 火災 )

A201800435

2018-1141

2018/09/28

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品の電源コードに溶融痕が認められた
ことから、短絡により出火した可能性が考えら
れるが、一次痕、二次痕の特定ができず、事故
発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/01)延長コード

大和電器（株）（朝日電器
（株）ブランド）

Ｔ２０５０（朝日電器（株
）ブランド）

( 火災 )

A201800439

2018-1228

2018/10/28

(事故発生地)

東京都

　車両内で当該製品を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の樹脂製外郭は著し
く溶融、変形し、一部が焼損炭化しており、打
痕等の外的な異常負荷の有無を特定することは
できなかった。○リチウムポリマー電池セルは
焼損しており内部の電極体は、正極アルミ箔が
２分の１程度欠損し、負極銅箔は熱による変色
が認められた。○制御基板は電池セルが配置さ
れていた位置を中心に焼損していた。○当該製
品のＵＳＢコネクター及び事故発生時に使用さ
れていたＵＳＢケーブルに出火の痕跡は認めら
れなかった。●当該製品のリチウムポリマー電
池セルが異常発熱し、出火したものと推定され
るが、焼損が著しく、事故発生以前の詳細な使
用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/01)リチウム電池内蔵充電器

（株）直村企画

ＮＰ－ＤＰＢ０１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0004

A201800445

2018-1225

2018/10/27

(事故発生地)

長崎県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のバッテリーパック内部のリチウム
イオン電池セルが内部短絡し、出火したものと
推定されるが、内部短絡が発生した原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/02)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｒ
７３１／Ｃ

( 火災 )

A201800453

2018-1280

2018/10/01

(事故発生地)

岡山県

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○事故発生時、使用者宅は無人
であったが、当該製品は１年以上前から連続運
転されており、当該製品付近は著しく焼損して
いた。○当該製品は全体的に著しく焼損し、樹
脂部品の大部分が溶融していた。○ファンモー
ター等の本体内部に残存する電気部品に出火の
痕跡は認められなかったが、後ルーバー開閉モ
ーター及び赤外線受光センサー基板は確認でき
なかった。○内部配線は、一部が断線し焼失し
ていたが、残存する部分に溶融痕等の出火の痕
跡は認められなかった。○電源コードは被覆が
焼損していたが、出火の痕跡は認められなかっ
た。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕
跡は認められなかったが、焼損が著しく、事故
発生時の詳細な状況が不明で、確認できない部
品があったことから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/07)空気清浄機（加湿機能付
）

シャープ（株）

ＫＩ－７５０Ｙ８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0005

A201800461

2018-1292

2018/10/07

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡し、２名が軽傷を負っ
た。

　調査の結果、○一般住宅を全焼する火災が発
生し、当該製品が設置された部屋の焼損が著し
かった。○当該製品の焼損は著しく、据付板、
ファンモーター、熱交換器、電源箱カバー及び
電源コードの一部が残存していた。○電源コー
ドの一部の芯線に溶融痕が認められた。○制御
基板、ルーバーモーター、リレースイッチ、内
部配線等の電気部品は確認できなかった。●当
該製品の焼損は著しく、ファンモーター及び電
源コードの一部を除く電気部品が焼失して確認
できなかったことから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/09)エアコン

パナソニック（株）

ＣＳ－２８７ＣＦ

( 火災  死亡 )

A201800463

2018-1294

2018/10/10

(事故発生地)

埼玉県

　工場を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品は作動
していなかったが電源プラグはコンセントに差
し込まれたままであった。○当該製品の外郭樹
脂及び熱交換器用アルミフィンは全て焼失して
いた。○電装箱内の送風ファンモーター用及び
圧縮機用コンデンサーは一部を残して焼失して
いた。○電装箱内の電源端子台の固定ねじのう
ち、１個は頭部が溶融し、他の2個は圧着端子
の根元で芯線が溶融していた。○電装箱内の電
源コードの芯線先端に溶融痕が認められた。○
ファンモーターは焼損していたが、詳細を確認
できなかった。○操作スイッチ類及びハーネス
の一部は確認できなかった。●当該製品の焼損
は著しく、確認できない部品があったことから
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/09)冷風機

（株）スイデン

ＳＳ－２５ＤＧ－１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0006

A201800472

2018-1312

2018/10/07

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品をＡＣアダプターに
接続した状態で、使用者が外出中に火災が発生
した。○当該製品の焼損は著しく、大部分の樹
脂が焼失していた。○事故現場から回収された
部品は、ハードディスクドライブ、リチウムイ
オン電池セル、基板の一部及び電源コードであ
った。○バッテリーパックに内蔵されている電
池セル６個のうち、確認できたのは４個であっ
た。○残存していた電池セルのうち１個は電極
体、外装缶が半分ほど焼失し、センターピンが
露出していた。○残りの電池セルのうち１個は
正極キャップが外れて、２個は著しく焼損して
いたが、外装缶に開裂等は認められなかった。
●当該製品の焼損は著しく、確認できない部品
があったことから、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/13)ノートパソコン

（株）東芝（現　Ｄｙｎａ
ｂｏｏｋ（株））

ｄｙｎａｂｏｏｋ　Ｒ
７３１／Ｃ

( 火災 )

A201800476

2018-1329

2018/09/18

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品のタイマ
ーを１２０分にセットして靴の乾燥を始めた後
、外出した。○当該製品の焼損は著しく、外郭
を含む樹脂製部品は焼失していた。○電源コー
ドの断線部に短絡痕が複数認められたが、一次
痕か二次痕か特定できなかった。○基板は著し
く焼損し、ブリッジダイオード、フィルムコン
デンサー等の電気部品が確認できなかった。○
ヒーター部、モーター、電源プラグ等のその他
の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
○当該製品は中古品として購入されたものであ
る。●当該製品は、基板上の電気部品の不具合
又は電源コードへの繰り返しの外力による半断
線から異常発熱し、出火に至ったものと考えら
れるが、基板の焼損が著しく、確認できない電
気部品があったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/15)電気乾燥機（靴用）

ツインバード工業（株）

ＳＤ－４６４３

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0007

A201800492

2018-1359

2018/11/12

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品を焼損し、周辺を汚
損する火災が発生した。

　当該製品は、内蔵の円筒形リチウムイオン電
池セルが内部短絡して異常発熱し、出火に至っ
たものと推定されるが、電池セルの焼損が著し
く、内部短絡した原因の特定には至らなかった
。

　輸入事業者であるレノボ・ジャパン（同
）は、事故の再発防止を図るため、
２０２０年（令和２年）５月１２日からホ
ームページに情報を掲載し、当該製品の充
電制御機能に係るソフトウェアアップデー
トを実施するとともに、一部のバッテリー
パックについては無償検査及び交換を実施
している。

(受付:2018/11/22)タブレット端末

レノボ・ジャパン（株）（
現　レノボ・ジャパン（同
））

５９４３５７３８

( 火災 )

A201800495

2018-1331

2018/11/09

(事故発生地)

滋賀県

　当該製品を使用中、当該製品を破損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品で冷凍食品を温めて
いたところ、庫内から異音がして炎が上がった
。○導波管カバーは中央部が焼損し、庫内側の
表面に荒れが認められた。○導波管カバー焼損
部に付着物が認められたが、付着物の成分は特
定できなかった。○庫内に食品かす等の異物の
付着は認められなかった。○庫内の開口部（導
波管出口）の縁の一部が焦げて変色していた。
○庫内の開口部にバリは認められなかった。○
マグネトロン等、その他の電気部品に変色や焼
損等の異常は認められなかった。○当該製品は
購入から５日目であり、初回使用ではなかった
。●当該製品は、庫内の導波管カバー付近に異
物があった状態で運転したため、導波管カバー
が焼損した可能性が考えられるが、異物が調理
物由来のものか、製品由来のものなのかなどの
詳細が特定できず、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/27)電子レンジ

日立コンシューマ・マーケ
ティング（株）

ＨＭＲ－ＴＲ２２１－Ｚ６

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0008

A201800496

2018-1348

2018/10/01

(事故発生地)

岡山県

　事業所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。（20181349と同一事
故）

　調査の結果、○事故発生の６日前、山の斜面
に設置された太陽光発電設備で草刈り作業を実
施していた作業員は、同型式のパワーコンディ
ショナ（太陽光発電システム用）５台のうち当
該製品を含む2台から異音と発煙を確認し、付
近の配線ケーブルの一部が損傷しているのを発
見した。○作業員が当該設備の管理会社に連絡
し、管理会社の社員が確認したところ、２台の
パワーコンディショナは発煙が収まっており、
内部底面に液体がたまっていたため、故障と判
断し、交流側との連係を解列して帰社した。○
２台のパワーコンディショナの修理が未対応の
まま、事故発生前日に台風が通過し、その翌日
、２台のパワーコンディショナ及びその配線ケ
ーブルの一部から炎が上がり、付近の枯れ草に
延焼した。○事故発生時、発煙していた２台の
パワーコンディショナのうち、当該製品は前扉
が閉じていたが、一方の同型式品は前扉が開い
た状態であった。○当該製品は、外郭に焼損は
認められなかったが、内部のメイン基板の直流
入力部付近が焼損しており、焼損部の逆流防止
ダイオード、避雷素子及び基板の銅箔パターン
は焼失し、付近の直流昇圧用電解コンデンサー
は膨張して、防爆弁が開いていた。○同型式品
は、前扉のロック部が破損して開いた状態であ
り、メイン基板は直流昇圧用電解コンデンサー
付近が焼失していたが、コンデンサーは膨張し
て防爆弁が開いていただけで、出火の痕跡は認
められなかった。○事故発生現場のパワーコン
ディショナに接続されていた太陽電池モジュー
ルの配線ケーブルは確認できておらず、太陽光
発電設備の施工記録、保守管理体制等の詳細は
不明であった。●当該製品は、メイン基板に過
電圧が入力されて焼損した可能性が考えられる
が、メイン基板の焼損が著しく、確認できない
部品があり、事故発生時の詳細な状況も不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/27)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

デルタ電子（株）

ＲＰＩ　Ｈ１０Ｊ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0009

A201800512

2018-1401

2018/11/20

(事故発生地)

兵庫県

　倉庫で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は外郭樹脂の大部分
が溶融しており、原形をとどめていなかった。
○当該製品の制御基板は、光ネットワーク（Ｏ
ＮＵ）基板と、後段のホームゲートウェイ（Ｈ
ＧＷ）基板の２枚で構成されており、いずれの
基板も電子部品が脱落し、銅箔パターンが部分
的になくなっていた。○ＯＮＵ基板の電流ヒュ
ーズは切れていたが、後段のＨＧＷ基板の電流
ヒューズは切れていなかった。○ＯＮＵ基板と
ＨＧＷ基板を接続する２芯の接続ケーブルに溶
融痕は認められなかったが、ＨＧＷ基板側の接
続コネクターは外郭が全て焼失し、片極の芯線
がコネクターから外れていた。●当該製品の制
御基板付近から出火した可能性が考えられるが
、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/11/30)ルーター（パソコン周辺
機器）

沖電気工業（株）（西日本
電信電話（株）ブランド）

ＰＲ－４００ＫＩ（西日本
電信電話（株）ブランド）

( 火災 )

A201800518

2018-1419

2018/11/09

(事故発生地)

奈良県

　当該製品のバッテリーを充電中、当該
製品の充電器及び周辺を焼損する火災が
発生した。

　調査の結果、○当該製品付属の充電器を使用
し、本体から取り外したニカドバッテリーを充
電中に事故が発生した。○充電器の電源コード
は充電器側の取出部付近で断線し、断線部に溶
融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定は
できなかった。○当該製品本体に、出火の痕跡
は認められなかった。○充電器の基板及び充電
端子に、出火の痕跡は認められなかった。○当
該製品付属のバッテリーは確認できなかった。
●当該製品は、充電器の電源コードから出火し
た可能性が考えられるが、焼損が著しく、バッ
テリーを確認できなかったことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/04)電動工具（ドライバー、
充電式）

コーナン商事（株）

ＬＦＸ－５０－０１８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0010

A201800523

2018-1422

2018/10/07

(事故発生地)

群馬県

　施設で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は３０年以上使用さ
れており、事故発生までの数年間は連続使用さ
れていた。○事故発生時、資料館の展示室は無
人であった。○当該製品は、電源コードが延長
されて室外に引き出されており、室外に設置さ
れたスイッチで電源を入切できるように改造さ
れていたが、詳細は確認できなかった。○当該
製品は排水ホースが接続され、連続排水されて
いた。○当該製品本体は直方体状の木製ケース
で覆われており、木製ケースは背面がなく、天
面と正面に通気口が設けられていた。○当該製
品は著しく焼損しており、樹脂部品が溶融して
いた。○圧縮機の始動用コンデンサーは焼損が
著しく、電極体は焼失していた。○ファンモー
ター等のその他の電気部品に出火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品は圧縮機の始動用コ
ンデンサーから出火した可能性が考えられるが
、焼損が著しく、詳細な使用状況が不明のため
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/05)除湿機

松下電器産業（株）（現　
パナソニック　エコシステ
ムズ（株）に事業移管）

ＣＤ－４５２ＢＤ

( 火災 )

A201800525

2018-1434

2018/11/22

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、寝室のじゅうたん
の上で当該製品を使用中にその場を離れ、にお
いがしたため寝室に戻ったところ､当該製品が
倒れており、付近にあった足置き用の枕が燃え
ていた。○本体正面のガードは、中央部に枕カ
バーと動物の毛が炭化した状態で付着していた
。○ガード内の反射板下部に多量の綿ぼこりと
動物の毛が一部炭化した状態で付着していた。
○当該製品のその他の部分に焼損は認められず
、製品内部の電気部品に出火の痕跡は認められ
なかった。○転倒時オフスイッチは、事故発生
時は正常に動作しておらず、通電が継続する状
態であったが、事故発生後に確認したところ、
正常動作が認められた。○転倒時オフスイッチ
の押し込み部に擦過痕が認められた。○使用者
は大型犬１匹と猫６匹を室内で飼育していた。
●当該製品は、床に倒れた際に転倒時オフスイ
ッチが動作せず、付近に置かれていた枕にヒー
ター面が接触し、焼損したものと考えられるが
、事故発生時の詳細な状況が不明で、転倒時オ
フスイッチが動作しなかった原因が特定できず
、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には
至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/06)電気ストーブ

（株）ミュージーコーポレ
ーション（（株）山善ブラ
ンド）

ＧＳ－１０００（（株）山
善ブランド）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0011

A201800528

2018-1437

2018/11/22

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品のベース部に接する
樹脂製外郭に溶融、焼損が認められた。○ベー
ス部と樹脂製断熱板の隙間はシールされておら
ず、内部のベース部の全面に腐食が認められた
。○ベース部の水供給路のシール性能は、パッ
キンの焼損により確認することはできなかった
。○ベース部に実装された温度過昇防止装置は
、内部に腐食が認められたほか、作動温度が定
格を超えていた。○その他の電気部品に出火の
痕跡は認められなかった。○使用者は水タンク
を取り外さないで給水したり、何度か水没させ
たりしていた。●当該製品は、アルミ製ベース
部の水供給路以外に水が浸入したため、温度過
昇防止装置が故障してヒーターが異常発熱し、
焼損に至ったものと推定されるが、詳細な使用
状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/06)スチームアイロン

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＩ－ＣＬ４０２

( 火災 )

A201800530

2018-1433

2018/11/28

(事故発生地)

東京都

　商業施設のトイレで異臭がしたため確
認すると、当該製品内部を溶融する火災
が発生していた。

　当該製品のヒーター用電源端子部が腐食し異
常発熱して出火したものと推定されるが、腐食
の原因が缶体と配管接続部からの水漏れによる
影響か否かの特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者である（
株）ＬＩＸＩＬは、後継機種について、缶
体と配管接続部のＯリングの仕様をシリコ
ーンゴム製からフッ素ゴム製に変更してい
る。

(受付:2018/12/06)電気温水器

（株）ＩＮＡＸ（現　（株
）ＬＩＸＩＬ）

ＥＨＰＮ－ＣＡ４Ｓ１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0012

A201800552

2018-1514

2018/12/06

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のＰＴＣヒーター内部に導電性異物
が侵入して絶縁破壊し、短絡が生じて焼損した
ものと推定されるが、導電性異物が侵入した原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者であるマ
ックス（株）は、現行機種について、ＰＴ
Ｃヒーターを樹脂で封止して内部に異物が
侵入しにくい構造を採用している。

(受付:2018/12/17)電気式浴室換気乾燥暖房
機

マックスシンワ（株）（現
　マックス（株））（トス
テム（株）ブランド）

ＢＳ－５７（トステム（株
）ブランド：型式ＲＭＥＧ
００２）

( 火災 )

A201800563

2018-1474

2018/11/24

(事故発生地)

広島県

　建物を全焼する火災が発生し、現場に
当該製品があった。（A201800559と同
一事故）

　調査の結果、○事故発生前日、使用者の遺族
の１人が数か月ぶりに使用者宅を訪問し、遺品
整理のために屋内で引越事業者と作業を行った
後、施錠して使用者宅を離れたところ、事故発
生当日の２時頃に出火した。○事故発生以前か
ら使用者宅は空き家で、長期間無人であった。
○当該製品は全体的に焼損が著しく、シェード
等の可燃部は焼失していた。○電源コードは、
引掛シーリングを含む大部分が焼失していた。
○ロータリー式の点灯スイッチは、「消灯」の
位置で焼損していた。○内部のメイン基板は炭
化し、実装部品が脱落していたが、脱落した部
品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品の焼損は著しく、確認できない部品があった
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/20)照明器具

松下電工（株）又はパナソ
ニック電工（株）（現　パ
ナソニック（株））

不明

( 火災 )

A201800571

2018-1584

2018/12/15

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品は運転
していなかった。○当該製品は電装部を中心に
著しく焼損し、付近の外郭樹脂が焼失していた
。○ファンモーターに出火の痕跡は認められな
かった。○基板の焼損は著しく、基材の大部分
が焼失し、小型の実装部品の多くが焼失してい
たが、コンデンサー、パワートランジスター等
の残存する部品に出火の痕跡は認められなかっ
た。○圧縮機、端子盤等のその他の電気部品に
出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は
運転停止中でもプリント基板に通電される仕様
であった。●当該製品の焼損は著しく、基板の
大部分が焼失して確認できなかったことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/25)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

Ｒ５６ＦＮＰ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0013

A201800582

2018-1479

2018/12/13

(事故発生地)

山口県

　当該製品を使用中、建物を全焼する火
災が発生し、１名が死亡した。

　調査の結果、○当該製品は全体的に著しく焼
損しており、操作パネル、ドアフレーム等の樹
脂部品は全て焼失し、外郭には落下衝撃等によ
る大きな変形が認められた。○庫内は全体的に
著しい焼損が認められ、調理物等の有無は特定
できなかった。○フィルター基板、制御基板及
びラッチスイッチは焼失していた。○電源コー
ド、電源プラグ、マグネトロン等の残存する電
気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事
故発生時、使用者の娘が確認したところ、当該
製品付近のレースのカーテンが燃えていた。●
当該製品の焼損は著しく、事故発生時の状況が
不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/27)電子レンジ

シャープ（株）

ＲＥ－Ｔ２Ｗ６

( 火災  死亡 )

A201800592

2018-1615

2018/11/12

(事故発生地)

神奈川県

　工場で当該製品を延長コードに接続し
ていたところ、当該製品を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。（
A201800593と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は著しく焼損し、樹
脂製の外郭部品は焼失していた。○電源スイッ
チ及び内部配線の一部は焼失又は紛失しており
、確認できなかった。○圧縮機の焼損は著しい
が、端子部に溶融痕等の出火の痕跡は認められ
なかった。○電源コード、コンデンサー等、そ
の他の電気部品に出火の痕跡は認められなかっ
た。○近傍で使用されていた類似品も著しく焼
損していた。○当該製品及び類似品に電源供給
していた３本の延長コードのうち、１本の刃受
金具に異常発熱した痕跡が認められた。●当該
製品の焼損は著しく、確認できない電気部品が
あったことから、製品起因か否かを含め、事故
原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/28)冷風機

（株）スイデン

ＳＳ－２５ＤＣ－１

( 火災 )

A201800593

2018-1616

2018/11/12

(事故発生地)

神奈川県

　工場で当該製品を延長コードに接続し
ていたところ、当該製品を焼損し、周辺
を汚損する火災が発生した。（
A201800592と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は著しく焼損し、樹
脂製の外郭部品は焼失していた。○電源スイッ
チ、端子台及び内部配線の一部は焼失又は紛失
しており、残存していた内部配線及び電源コー
ド１本に溶融痕が認められた。○圧縮機用コン
デンサーは穴空きが認められ、ファンモーター
用コンデンサーは確認できなかった。○近傍で
使用されていた類似品も著しく焼損していた。
○当該製品及び類似品に、３本の延長コードが
接続されており、１本の刃受金具に異常発熱し
た痕跡が認められた。●当該製品の焼損は著し
く、確認できない電気部品があったことから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/28)冷風機

（株）スイデン

ＳＳ－２５ＤＤ－１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0014

A201800596

2018-1619

2018/12/16

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品は１２年前に故障、
修理されたものの、その１年後に再度故障し、
それ以降は保管庫として使用されていたが、電
源スイッチ及び専用ブレーカーは切られていな
かった。○事故発生の１時間前に漏電ブレーカ
ーが切れ、再投入することを３～４回繰り返し
たのち、当該製品から出火した。○当該製品の
外観に焼損は認められなかったが、前扉用ばね
の一本が切れて変色し、近傍の樹脂製台枠が変
形、溶融していたほか、ばねに隣接する保護ス
プリング付樹脂製排水ホースが焼損していた。
○当該製品の底板の内側に漏水した痕跡が認め
られた。○内部配線の一部にガラス繊維製被覆
のほつれが認められたが、他に異常は認められ
なかった。○洗浄ポンプ、排水ポンプ、制御基
板、電源コード等、その他の電気部品に出火の
痕跡は認められなかった。○焼損部位の周辺に
、当該製品以外の着火源の痕跡は認められなか
った。●当該製品内部で漏電が生じて出火した
可能性が考えられるが、出火に至った経緯が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/12/28)食器洗い乾燥機

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＰ－５６２０Ｂ

( 火災 )

A201800600

2018-1622

2018/12/22

(事故発生地)

栃木県

　当該製品内部を焼損し、周辺を汚損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、運転中の当該製品
から異音及び発煙を確認したため、自立運転ス
イッチを押したところ、約１５分後に発煙が収
まった。○当該製品は天面の通気口にすすの付
着が認められたが、外観に焦げ等の異常は認め
られなかった。○交流フィルター基板のフィル
ムコンデンサーの１個が焼損し、基板自体には
はんだの溶融、レジストの変色等の異常が認め
られた。○交流フィルター基板のサージアブソ
ーバー及びスイッチング素子の電気特性に異常
が認められたが、焼損は認められなかった。○
メイン基板、直流フィルター基板、端子台等の
電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品は、過電流が流れて交流フィルター基
板のサージアブソーバーに異常が生じ、フィル
ムコンデンサーが焼損した可能性が考えられる
が、過電流が流れた原因が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/04)パワーコンディショナ（
太陽光発電システム用）

オムロン（株）

ＫＰ４０Ｆ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0015

A201800619

2018-1674

2019/01/01

(事故発生地)

埼玉県

　店舗で当該製品を使用中、当該製品を
焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の背面上部左側の樹
脂製外郭が焼損し、両切タイプの電源スイッチ
及び配線接続部に焼損が認められた。○電源ス
イッチの端子及び配線側の端子の接続部分に複
数の溶融痕が認められた。○電源スイッチの樹
脂製ケースが焼失し、スイッチ内部の接点部品
は回収されておらず確認できなかった。○電源
コード、電源基板及びその他の電気部品に異常
は認められなかった。○当該製品は屋内専用で
あるが、屋外で使用されていた。●当該製品は
、電源スイッチ部分から出火したものと推定さ
れるが、スイッチ全体が焼損し、接点部品が確
認できなかったことから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/11)電気冷温風機

スリーアップ（株）

ＥＦＴ－１６０２

( 火災 )

A201800620

2018-1675

2018/12/30

(事故発生地)

神奈川県

　店舗で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、樹
脂製の前板、天板等が焼失していた。○当該製
品の底面に溶融した樹脂が付着しており、その
樹脂に軍手及びたばこの吸い殻が付着していた
。○制御基板は焼失し、ほとんどの部品は確認
できなかった。○接続配線の一部が断線し、断
線部に溶融痕が認められた。○電解コンデンサ
ーを実装した基板が焼失し、電解コンデンサー
が脱落していた。○脱落した電解コンデンサー
の接続端子に溶融痕が認められた。○ファンモ
ーター、圧縮機、リアクター等の電気部品に出
火の痕跡は認められなかった。●当該製品の焼
損は著しく、確認できない部品があったことか
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/11)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

Ｒ２２ＤＥＳ８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0016

A201800631

2018-1712

2019/01/08

(事故発生地)

長野県

　当該製品及び建物を全焼する火災が発
生した。

　調査の結果、○建物には誰も住んでいなかっ
たが、当該製品は延長コードを介して電源に接
続されていた。○モーターは焼損しているもの
の、モーター内部に出火の痕跡は認められなか
った。○起動用コンデンサーは焼損しているも
のの、原形をとどめており、出火の痕跡は認め
られなかった。○基板は部品等が脱落していた
が、基材の欠損、穴空きは認められなかった。
○端子台は、樹脂部分が焼失していたが、端子
金具は残存しており、溶融痕及び端子の緩みは
認められなかった。○電源コード及び延長コー
ドの被覆は焼失していたが、断線は認められな
かった。○凍結防止用ヒーターのサーモスタッ
ト及びモーター用サーモスタットは焼失し、確
認できなかった。●当該製品の焼損は著しく、
確認できない部品があったことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/17)電気ポンプ（井戸用）

（株）川本製作所

Ｎ３－１５６ＳＨ形

( 火災 )

A201800650

2018-1722

2019/01/12

(事故発生地)

千葉県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○事故発生時、使用者は不在で
あったが、当該製品は電源に接続されていた。
○当該製品の焼損は著しく、ボトルカバー、底
面以外の樹脂部品は焼失していた。○ＬＥＤラ
ンプ基板配線や冷水用サーモスタット間の配線
に断線や溶融痕が認められた。○圧縮機用配線
に溶融痕が認められ、電流ヒューズが切れてい
た。○温水ヒーター、圧縮機用モーター、その
他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった
。●当該製品の内部配線から出火した可能性が
考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳
細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/22)ウォーターサーバー

プレミアムウォーター（株
）

ＨＣ９８Ｌ－ＷＤ　ＡＭ２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0017

A201800654

2018-1743

2019/01/04

(事故発生地)

広島県

　船舶を焼損する火災が発生し、現場に
当該製品があった。

　調査の結果、○当該製品は、船舶内でエアコ
ンの電源として使用されていた。○海上で釣行
中の船舶において、当該製品が燃えていたとの
申出内容であり、船舶は沈没した。○引き上げ
られた船舶に当該製品はなく、当該製品の確認
はできなかった。●当該製品の確認ができず、
事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/23)発電機（携帯型）

ヤマハモーターパワープロ
ダクツ（株）

７ＶＵ

( 火災 )

A201800666

2018-1787

2019/01/13

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品は、ＡＣアダプター
を接続して使用する浄水器で、ＡＣアダプター
から電源供給はされていたが、運転中ではなか
った。○当該製品本体、壁コンセント及びＡＣ
アダプターは、密集した状態で調理台上の３口
ガスこんろ付近に設置されており、ＡＣアダプ
ターは台所の壁コンセントに接続されていた。
○当該製品本体は全体的に焼損しており、ガス
こんろ側が著しく焼損し、ガスこんろ側に傾い
ていたが、内部の電気部品に出火の痕跡は認め
られなかった。○ＡＣアダプターの残存する電
気部品に出火の痕跡は認められなかったが、雑
音防止用コンデンサー等の電気部品が一部確認
できなかった。○焼損した台所用品が流し台に
放り込まれていたが、事故発生時の詳細な設置
状況は確認できなかった。●当該製品の残存す
る電気部品に出火の痕跡は認められなかったが
、焼損が著しく、確認できない部品があり、外
部からの延焼の可能性も考えられることから、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/25)浄水器

日本アムウェイ（同）

ｅＳｐｒｉｎｇ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0018

A201800669

2018-1803

2019/01/12

(事故発生地)

大阪府

　当該製品の上に置いていた可燃物等を
焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者の外出中、当該製品の
トッププレート付近に置かれていた水切りかご
等の可燃物が焼損した。○当該製品は、トップ
プレートに焼損物が付着していたが、その他の
箇所に焼損は認められなかった。○ラジエント
ヒーターのリレーを制御しているトランジスタ
ーが故障して半導通状態となっていたが、ラジ
エントヒーターの制御基板、ＩＨコイル等の電
気部品に焼損や出火の痕跡は認められなかった
。○当該製品が設置された流し台の内部は、著
しく結露しており、当該製品内部に水の浸入の
痕跡が認められた。○事故発生後、スイッチを
入れていない当該製品のラジエントヒーターが
勝手に通電されることが確認された。●当該製
品は、ラジエントヒーターの通電を制御するト
ランジスターが故障したため、ラジエントヒー
ターが通電され、トッププレート付近に置かれ
ていた可燃物が焼損したものと推定されるが、
トランジスターが故障した原因が特定できず、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/28)ＩＨ調理器

三化工業（株）

ＳＩＨ－Ｃ２２４Ａ

( 火災 )

A201800673

2018-1801

2019/01/10

(事故発生地)

茨城県

　当該製品を使用中、当該製品の内部部
品を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、電源基板のトランスのピン端子
を接続する穴が大きく、はんだ付け部の接合強
度が低下していたため、通電時の熱ストレスに
より、はんだクラックが生じて異常発熱し、焼
損に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、輸入事業者である東
芝映像ソリューション（株）は、後継機種
について基板の設計を見直し、端子部にお
ける基板穴の形状を楕円形状から丸形状に
変更した。

(受付:2019/01/29)液晶テレビ

（株）東芝（現　東芝映像
ソリューション（株））

４７Ｊ８

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0019

A201800689

2018-1858

2018/11/26

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品でお湯を沸かした後、蓋を開
けようとしたところ、蓋が飛んで中のお
湯が右腕に掛かり、火傷を負った。

　調査の結果、○当該製品が満水の状態で湯を
沸かした際、沸騰後も電源が切れず、手動で電
源を切り、蓋のつまみを持って開けようとした
ところ、蓋が飛んで、湯が右手首から肘にかか
り、火傷を負った。○当該製品は使用者により
廃棄されており、詳細な使用状況も不明であっ
た。○同等品を用いて、蒸気穴を塞いで動作さ
せた結果、沸騰検知が作動せず、加熱が継続さ
れ、蓋のロック解除時に、蓋が飛ぶには至らな
かったが、音がして湯が飛び出し、内圧の上昇
が認められた。●当該製品の確認ができず、ま
た詳細な使用状況も不明のため、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/07)電気ケトル

（株）グループセブジャパ
ン

ＫＯ４３０１ＪＰ

( 重傷 )

A201800694

2018-1828

2019/01/14

(事故発生地)

兵庫県

　異音がしたため確認すると、当該製品
のバッテリーを焼損し、周辺を汚損する
火災が発生していた。

　当該製品は、バッテリーパック内のリチウム
イオン電池セルが異常発熱して出火したものと
推定されるが、電池セルの焼損が著しく、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/07)ノートパソコン

ＮＥＣパーソナルコンピュ
ータ（株）

ＰＣ－ＶＫ１７ＨＢＢＣＤ

( 火災 )

A201800699

2018-1681

2019/01/15

(事故発生地)

富山県

　火災警報器が鳴動したため確認すると
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生していた。

　調査の結果、○当該製品は、外装に焼損痕は
認められず、ドラム内の乾燥フィルター及び送
風ファンが焼損していた。○ドラム内において
乾燥中の衣類が一部焼損していたが、油分の付
着は認められなかった。○モーターからファン
を回転させるためのベルトが焼損していた。○
ヒーター、コンデンサー等が設置された当該製
品下部に大量のほこりが堆積しており、モータ
ー付近のほこりが焼損していた。○モーター、
コンデンサー、ヒーター、内部配線等の電気部
品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製
品の内部から出火した可能性が考えられるが、
当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められず
、着火源の特定ができなかったことから、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/07)電気衣類乾燥機

（株）日立製作所（現　日
立アプライアンス（株））

ＤＥ－２０３

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0020

A201800713

2018-1882

2019/01/29

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　当該製品は、電源線と内部配線を接続してい
る閉端接続子に圧着不良があったため、接触不
良が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推
定される。

　輸入事業者であるシロカ（株）は、事故
の再発防止を図るため、２０１９年（平成
３１年）２月２５日付けで、電源系接続に
不具合があり発火に至る可能性があるとし
て、電源入力部の接続スリーブ２か所を交
換するリコールを実施している。

(受付:2019/02/12)電気ストーブ（パネルヒ
ーター）

シロカ（株）

ＳＨ－Ｍ１２１

( 火災 )

A201800727

2018-1914

2019/01/25

(事故発生地)

長野県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、電
源コードにカシメ接続された母線導体及びヒー
ター被覆の一部は残存していたが、ヒーター部
は焼失していた。○電源コードはヒーター側か
ら約２０ｃｍの位置で焼損、溶断していたが、
カシメ及び母線導体に溶融等の異常は認められ
なかった。○当該製品が設置されていた給湯機
の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。
●当該製品の残存していた部分に出火の痕跡は
認められなかったが、焼損が著しくヒーター部
が焼失していることから、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/19)凍結防止用ヒーター（水
道用）

（株）ワーク

ＡＺ－ＷＡ－Ｈ１－１ｍ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0021

A201800731

2018-1933

2018/12/20

(事故発生地)

東京都

　工事現場で当該製品及び周辺を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品含む照明器具３台、
他社製電動工具用の充電器及びリチウムイオン
バッテリーパックが焼損していた。○照明器具
３台及びバッテリーパックは保管中であり、充
電中ではなかった。○照明器具３台のうち、２
台の焼損は著しく、内蔵のリチウムイオン電池
セルが格納されていた部分が焼損し、アルミ製
外郭は溶融し穴が空いていた。○電池セルは封
口体が外れているものや、封口体の中心に穴が
空いているもの等があり、電極体が焼損し、負
極銅箔の一部に溶融痕が認められた。○基板は
いずれも焼損していたが、穴空きや欠損等、出
火の痕跡は認められなかった。○他社製電動工
具用バッテリーパックの電池セルに熱暴走した
痕跡が認められた。●当該製品内蔵のリチウム
イオン電池セルからの出火の可能性も考えられ
るが、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/21)照明器具（投光器、充電
式）

日動工業（株）

ＢＡＴ－Ｈ３０Ｗ－Ｌ１Ｐ
ＳＳ－８Ｈ

( 火災 )

A201800733

2018-1935

2019/02/13

(事故発生地)

兵庫県

　倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、外
郭樹脂が焼失していた。○電源端子板、ファン
モーター、電源コード、内部配線に出火の痕跡
は認められなかった。○当該製品の内外連絡線
が速結端子で途中接続されており、３芯のうち
１芯の速結端子接続金具が芯線との接続部で溶
融していた。○制御基板、表示基板の大部分が
焼失しており確認できなかった。○室外機に焼
損は認められなかった。●当該製品は、内外連
絡線を途中接続したため、接続部で異常発熱し
、出火したものと推定されるが、制御基板等の
焼損が著しく、確認できない部品があったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/21)エアコン

東芝ライフスタイル（株）

ＲＡＳ－５６６８Ｖ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0022

A201800754

2018-1976

2019/01/17

(事故発生地)

広島県

　施設で当該製品にバッテリーを装着し
て置いていたところ、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。（
A201800755と同一事故）

　調査の結果、○事故発生前日の１７時頃、当
該製品を使用後、バッテリーを装着した状態で
事故現場に置いていたところ、翌日の２時頃に
出火した。○事故現場は屋外であったとの情報
があったが、詳細は不明であった。○当該製品
は全体的に焼損して樹脂部品が焼失していたが
、モーター、コントロール基板等の残存する電
気部品に出火の痕跡は認められなかった。○内
部配線の接続部端子等の電気部品は確認できな
かった。○当該製品に装着されていたバッテリ
ーは、１０個のリチウムイオン電池セルのうち
の１個が著しく焼損しており、内部の電極体の
大部分は焼失していた。●当該製品は、装着さ
れていたバッテリーから延焼したものと推定さ
れるが、焼損が著しく、確認できない部品があ
ったことから、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/28)電動工具（ドライバー、
充電式）

（株）マキタ

ＴＤ１７１Ｄ

( 火災 )

A201800757

2018-1979

2019/02/17

(事故発生地)

福岡県

　工場で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○事故発生時、当該工場は終業
しており、無人であった。○当該製品を机上に
置き、ＡＣアダプターをタップに接続して充電
を行っていたところ、当該製品付近から出火し
て周辺の椅子、書類等が焼損した。○当該製品
は折りたたまれた状態で焼損しており、天板側
は焼損が著しく、外郭が焼失していたが、バッ
テリーパック装着部である底面側は焼損してい
るものの、外郭の大半が残っていた。○当該製
品のバッテリーパック内のリチウムイオン電池
セル６個のうち、５個は確認できなかったが、
確認できた１個は焼損し、外装缶が開裂して内
部電極が焼失していた。○当該製品の基板等の
その他の電気部品、ＡＣアダプター及びタップ
に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品
のバッテリーパック内のリチウムイオン電池セ
ルで内部短絡したため、出火した可能性が考え
られるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な
状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/28)ノートパソコン

（株）マウスコンピュータ
ー

ＬＢ－Ｂ５１１Ｅ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0023

A201800759

2018-1970

2019/02/17

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の４口タップ部は、
電源コード側から順に、１つ目にＨＤＤ、３つ
目にテレビ、４つ目にブルーレイプレーヤー用
ＡＣアダプターが接続されており、各々の差込
口の個別スイッチは全てオンの位置であった。
○当該製品は、電源コード側から４番目の差込
口付近が焼損し、タップ部裏面の外郭樹脂は穴
が空いていた。○タップ焼損部の差込口は、電
源プラグとの突き合わせ面に焼損は認められな
かったが、内部の刃受金具が焼失していた。○
焼失した刃受金具付近の外郭樹脂は炭化してい
た。○焼損した差込口に接続されていたＡＣア
ダプターの電源プラグに出火の痕跡は認められ
なかった。●当該製品は、タップ部内部でトラ
ッキング現象が生じて出火した可能性が考えら
れるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/01)延長コード

朝日電器（株）

ＷＬＳ－４２ＥＢ（Ｗ）

( 火災 )

A201800781

2018-1987

2019/02/19

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　当該製品のバッテリーパック内のリチウムイ
オン電池セルが異常発熱して出火したものと推
定されるが、電池セルの内部状態を確認するこ
とができなかったため、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/08)ノートパソコン

日本ヒューレット・パッカ
ード（株）（現　（株）日
本ＨＰ）

ＧＪ７６１ＡＶ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0024

A201800784

2018-2052

2018/11/30

(事故発生地)

京都府

　当該製品に複数の電気製品を接続して
いたところ、当該製品及び周辺を溶融す
る火災が発生した。（A201800652と同
一事故）

　調査の結果、○当該製品は３口マルチタップ
で、２口コンセントの下側の差込口に接続され
ており、当該製品には電気ストーブ（１０２５
Ｗ）、ルーター（６Ｗ）及び電気冷蔵庫（５０
Ｗ）が接続されていた。○コンセントの上側の
差込口に３口延長コードが接続されており、延
長コードには電子レンジ（９５０Ｗ）、空気清
浄機（５６Ｗ）及び照明器具（４０Ｗ）が接続
されていた。○使用者の家族が電気ストーブを
使用後、電気ストーブの電源プラグを当該製品
から抜こうとした際、当該製品及びコンセント
の溶融を確認した。○当該製品の外郭樹脂は、
片極側の栓刃可動部付近の焼損が著しく、栓刃
可動部は焼損し、溶融していた。○片極側の栓
刃可動部付近に曲がりが認められた。○コンセ
ントに出火の痕跡は認められなかった。●当該
製品は、使用中に外力が加わったため、栓刃可
動部に接触不良が生じて異常発熱し、出火に至
った可能性が考えられるが、事故発生以前の詳
細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/11)マルチタップ

サイバートレーディング（
株）

ＣＹ－Ｃ３ＷＨ１５

( 火災 )

A201800791

2018-2055

2018/04/07

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○事故発生当時、当該製品は使
用されていた。○当該製品は廃棄処分されてお
り、確認できなかった。●当該製品の確認がで
きず、事故発生時の詳細な状況も不明のため、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/13)電気ストーブ

（株）コロナ

ＤＨ－９０９Ｒ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0025

A201800799

2018-1965

2019/02/19

(事故発生地)

福岡県

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品はバッテリーパック
収納部が焼損し、液晶画面の一部が熱変色して
いた。○当該製品は本体外郭の角に複数の落下
痕が認められた。○当該製品バッテリーパック
内のリチウムイオン電池セルは膨張し、安全弁
２か所のうち１か所が開いた状態で内部の電極
体が露出しており、充電回路不良時にみられる
安全弁が開いた状態と酷似していた。○電池セ
ルは正極側電極板及びセパレーターがほぼ焼失
しており、負極側電極板はカーボン塗布剤が焼
損し一部にはく離が認められ、銅箔は焼損して
、周期的に穴空きが認められた。○バッテリー
パックに内蔵されていた充電回路は焼損してお
り、異常の有無は確認できなかった。○メイン
基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認め
られなかった。●当該製品は、内蔵のリチウム
イオン電池セルが内部短絡して出火したものと
推定されるが、電池セルの焼損が著しく、外力
による影響も考えられることから、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/15)携帯電話機（スマートフ
ォン）

サムスン電子ジャパン（株
）（ＫＤＤＩ（株）　ａｕ
ブランド）

ＳＣＬ２３（ＫＤＤＩ（株
）　ａｕブランド）

( 火災 )

A201800801

2018-1919

2019/02/18

(事故発生地)

鳥取県

　学校で当該製品を延長コードに接続し
て電気製品を使用していたところ、当該
製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、全長３０ｍの電
源コードを有するコードリールで、本体のコン
セント部に冷蔵庫が接続され、電源プラグは電
源タップを介して隣の教室の壁コンセントに接
続されていた。○当該製品に冷蔵庫以外の電気
製品は接続されておらず、電源タップも当該製
品以外の電気製品は接続されていなかった。○
当該製品の電源プラグと電源タップが著しく焼
損していた。○電源プラグの栓刃は、電源タッ
プの刃受金具との接続部付近で溶断し、焼失し
て確認できなかったが、カシメ部に出火の痕跡
は認められなかった。○電源タップは、内部で
栓刃と刃受金具が配線接続された構造であり、
栓刃に異常発熱の痕跡は認められなかったが、
刃受金具は焼失しており、確認できなかった。
○当該製品本体及び電源コードに出火の痕跡は
認められなかった。●当該製品の電源プラグと
電源タップとの接続部で異常発熱し、出火した
可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認で
きない部品があったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/18)配線器具（コードリール
）

日動工業（株）

Ｎ－３０

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0026

A201800802

2018-2096

2019/02/11

(事故発生地)

広島県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○事故発生の２、３日前に、使
用者は当該製品のシェードカバーを取り外し、
内部に入っていた多数の虫を清掃したところ、
当該製品から異音がするようになった。○事故
発生の２時間ほど前から異音がしており、事故
発生時も当該製品から異音がして出火し、使用
者が水を掛けて消火した。○ＬＥＤ基板は、局
所的に焼損しており、銅箔パターンのはく離及
び断線が認められた。○ＬＥＤ基板裏側に位置
する本体金属板は、はく離した銅箔パターン付
近の箇所で塗装がはがれ、スパーク痕が認めら
れた。○電源基板等のその他の電気部品に出火
の痕跡は認められなかった。●当該製品は、Ｌ
ＥＤ基板と付近の本体金属板との間で絶縁不良
となり、スパークが生じて出火に至ったものと
推定されるが、事故発生以前の使用状況が不明
のため、絶縁不良の原因が特定できず、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/18)照明器具（センサー付）

（株）ドウシシャ

ＷＹ－ＴＨ１２Ｄ

( 火災 )

A201800804

2018-2097

2019/03/05

(事故発生地)

長野県

　当該製品及び建物を全焼する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、ド
アは脱落し、樹脂部品、断熱材等は焼失してい
た。○霜取りヒーター及びファンモーターは確
認できなかった。○制御基板、圧縮機、オーバ
ーロードリレー、電源コード等、その他の電気
部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該
製品の隣にごみが積まれており、使用者は事故
発生以前にごみの付近に吸い終わったたばこの
吸い殻を置いていた。●当該製品の残存する電
気部品に出火の痕跡は認められず、外部からの
延焼により焼損した可能性が考えられるが、焼
損が著しく、確認できない部品があったことか
ら、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/18)電気冷蔵庫

シャープ（株）

ＳＪ－ＷＨ４０Ｆ（推定）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0027

A201800810

2018-2040

2019/02/28

(事故発生地)

山口県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、ファンルーム側
及びその直上の加湿ユニットが著しく焼損し、
プロペラファン等の樹脂部品が焼失していたが
、機械室側の焼損は軽微であった。○ファンル
ーム内のファンモーター及びモーター基板に出
火の痕跡は認められなかった。○ファンモータ
ーの配線は、絶縁被覆が焼損しており、ファン
モーター下側で断線し、断線部に溶融痕が認め
られ、ファンモーター取付台と接触した状態で
あった。○加湿ユニット、メイン基板等のその
他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった
。●当該製品は、ファンモーターの配線から出
火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、
外部からの延焼による可能性も考えられ、製品
起因か否かを含め、事故原因の特定には至らな
かった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/20)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

ＡＲ４０ＢＲＰ

( 火災 )

A201800811

2018-2117

2019/02/15

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は本体に過充電保護機能を有してい
なかったため、出力電圧の高い異なる製品のＡ
Ｃアダプターを接続した際に、当該製品の電池
セルが過充電状態となって異常発熱し、出火に
至ったものと推定される。

　輸入事業者である徳豊商事（株）では、
事故の再発防止を図るため、２０１９年（
令和元年）７月５日にホームページに情報
を掲載し、対象製品の回収を実施している
。

(受付:2019/03/20)照明器具（投光器、充電
式）

徳豊商事（株）

Ｒ－１３２

( 火災 )

A201800812

2018-2118

2018/05/08

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を充電中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、樹脂製外郭ケー
スが破損、焼損していた。○制御基板に出火の
痕跡は認められなかった。○リチウムポリマー
電池セルの焼損は著しく、内部電極の大部分が
焼失して確認できなかった。●当該製品は、内
部のリチウムポリマー電池セルが内部短絡した
ため、異常発熱して焼損したものと推定される
が、電池セルの焼損が著しく、事故発生以前の
詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/20)リチウム電池内蔵充電器

多摩電子工業（株）

ＴＬＡ１２ＬＵＷ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0028

A201800817

2018-2036

2019/02/23

(事故発生地)

福岡県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生し、１名が火傷を
負った。

　調査の結果、○当該製品は、ヒーター部が３
つ折りの構造で、床に立てて使用する製品であ
った。○机の下で当該製品を使用していたとこ
ろ、当該製品本体から火が出ていることに気付
き、使用者が履いていた着衣の一部に穴が空き
、右太もも裏側に火傷を負った。○中央パネル
の表側に約２ｃｍの穴空きが認められ、本体に
掛けられていた布カバーにも約２ｃｍの穴が空
いていた。○当該製品の穴空き部はヒーター部
と電極板との接続部であったが、ヒーター部に
断線は認められず、ヒーター部と電極板間で発
熱した痕跡や溶融痕は認められなかった。○基
板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認めら
れなかった。●当該製品のヒーター部と電極板
接続部から出火した可能性が考えられるが、接
続部の焼損が著しく、詳細な使用状況も不明で
あることから、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/22)デスクヒーター

（株）ピー・アール・オー

ＣＬ－Ｓ１０２

( 火災 )

A201800818

2019-0002

2019/02/14

(事故発生地)

長野県

　病院で火災報知器が鳴動したため確認
すると、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生し、１名が死亡した。

　調査の結果、○当該製品を使用中にベッド上
が焼損し、床にあったコントローラー上面、ベ
ッド周辺の床及び壁が焼損した。○当該製品の
電源コードは、コントローラー側の芯線が露出
し数か所で断線して溶融痕が認められたが、一
次痕か二次痕かは特定できなかった。○電源プ
ラグは純正品から他社製品に付け替えられてお
り、電源コード長が仕様よりも４１ｃｍ短くな
っていたが、電源プラグ側の電源コードに焼損
は認められなかった。○コントローラーと敷毛
布本体を接続するコード及び接続コネクター部
分が焼損し、コードの芯線が露出して複数箇所
で断線していた。○敷毛布本体は、繊維部分が
焼失して発熱線のみ回収されていたが、発熱線
に溶融痕は認められなかった。○コントローラ
ーは、上面の樹脂製外郭が溶融し、基板等の電
気部品が樹脂に埋もれていたが、内部は確認で
きなかった。○病院の所有物であった当該製品
の事故以前の使用実態は不明であり、当該製品
が使用された経緯及び事故直前の使用状況も特
定できなかった。●当該製品の焼損は著しく、
確認できない部品があり、詳細な使用状況も不
明なことから、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/25)電気毛布（敷毛布）

日本電熱（株）

ＡＭＳ－１４３

( 火災  死亡 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0029

A201800824

2019-0014

2019/03/02

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品の内部部品を焼損する火災が
発生した。

　当該製品は、電源基板のスイッチング制御用
抵抗のはんだ付け部に不具合が生じたため、ス
イッチング素子が短絡し、電源基板に過電流が
流れ、焼損、出火に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/28)温水式浴室換気乾燥暖房
機

（株）ノーリツ（東京ガス
（株）ブランド）

ＢＤＶ－４１０２ＷＫＮ（
東京ガス（株）ブランド：
型式ＦＢＤ－４１０１ＢＵ
ＳＫ）

( 火災 )

A201800828

2019-0020

2018/04/25

(事故発生地)

山口県

　店舗で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損に気付いた客
が従業員に連絡し、従業員がぬれた布をかぶせ
て消火した。○当該製品は、電装部を覆うケー
スカバーが著しく焼損しており、カバー上面中
央部は背面側にわたってカバー樹脂が焼失して
おり、電装部が露出していた。○ケースカバー
内の電装部は中央の焼損が著しく、当該箇所に
紙類と考えられる焼損物の残存が認められた。
○電装部中央は低電圧で動作する洗浄ノズル駆
動用モーターが配置されていたが、その他に出
火元となり得る電気部品は配置されていなかっ
た。○当該製品は事故発生後に廃棄されたため
、詳細について確認ができなかった。○トイレ
内に設置されていたトイレ入出監視カメラの確
認の結果、事故発生の３０分前から人の出入り
はなかった。●当該製品は、ケースカバー上面
中央部付近から出火に至ったものと考えられる
が、当該製品の確認ができず、事故発生時の詳
細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/28)温水洗浄便座

ＴＯＴＯ（株）

ＴＣＦ９５６３Ｒ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0030

A201900002

2018-0378

2018/05/03

(事故発生地)

和歌山県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品の外郭樹脂は焼損し
、穴空きが認められた。○点灯制御回路基板は
、外郭樹脂の穴空き箇所と対応した位置で焼損
していた。○制御基板上のコントロールＩＣは
著しく焼損し、ＩＣ付近のチップ抵抗及びチッ
プコンデンサーとともに焼失していた。○使用
者は、照明器具に環形蛍光ランプと当該製品を
取り付けて使用していたが、事故発生までの２
年６か月間、当該製品のみ常時点灯していたと
の申出内容であった。○当該製品が取り付けら
れていた照明器具は、２０年前に購入されたも
ので、事故発生後に廃棄されており、確認でき
なかった。●当該製品は、制御基板のコントロ
ールＩＣ付近から出火し、外郭樹脂が焼損した
ものと考えられるが、部品が焼失して確認でき
ず、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/01)ＬＥＤランプ（環形）

エコデバイス（株）

ＫＳＬＥ２２５－０１２Ａ

( 火災 )

A201900005

2018-2082

2019/03/13

(事故発生地)

福岡県

　建物を全焼する火災が発生し、１名が
軽傷を負った。現場に当該製品があった
。

　調査の結果、○当該製品の主電源を入れてタ
イマー予約後、外出中に運転開始状態となり、
建物が全焼した。○当該製品は全体の焼損が著
しく、樹脂部品は焼失していた。○内部配線の
大部分は確認できず、確認された内部配線の断
線部に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕
かは特定できなかった。○温度過昇防止装置は
接点部品が欠落し、また、電力切替スイッチ等
の電気部品が確認できなかった。●当該製品の
焼損は著しく、確認できない部品があったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/01)電気ストーブ（オイルヒ
ーター）

デロンギ・ジャパン（株）

不明

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0031

A201900011

2019-0068

2018/08/24

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２０年以上）により
、３２Ｗ用安定器の巻線が絶縁劣化したため、
レイヤショートが生じて異常発熱し、出火に至
ったものと推定されるが、電源周波数の異なる
地域で使用したことも事故発生に影響したもの
と考えられる。　なお、取扱説明書には、「使
用する地域の周波数にあった器具を使用する（
主銘板を確認のこと）。適応しない周波数の製
品を使用すると、蛍光ランプの短寿命、異常加
熱等の故障の原因となる。」旨、記載されてい
る。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者である日
立グローバルライフソリューションズ（株
）及び（一社）日本照明工業会は、ホーム
ページに点検・交換の推奨時期、耐用年数
を表示するとともに、長期使用の製品に関
する注意喚起を実施している。

(受付:2019/04/04)照明器具

日立照明（株）（現　日立
グローバルライフソリュー
ションズ（株））

ＲＰ８Ｂ１５４

( 火災 )

A201900018

2019-0073

2019/03/27

(事故発生地)

東京都

　事業所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○店舗において、当該製品のバ
ッテリーパックが膨張したものの、継続使用し
ていたが、別の同型式品のバッテリーパックも
膨張したため、使用を中止し、緩衝材等で梱包
して段ボール箱に入れて店舗本社に輸送したの
ち、保管していたところ、当該製品及び緩衝材
が焼損していた。○当該製品は液晶ディスプレ
イが浮き上がり、バッテリーパックの１個のリ
チウムポリマー電池セルに焼損が認められた。
○当該製品の外郭ケースにへこみ等は認められ
なかった。○電池セルの焼損は著しく、負極銅
箔は溶融し、正極アルミ箔は焼失していた。○
負極銅箔の正極タブリード引き出し部が重なる
部位に溶融が認められ、溶融部を起点に放射状
のしわが認められた。○バッテリーパックのも
う１個の電池セル、本体の制御基板及びその他
の電子部品に出火の痕跡は認められなかった。
○当該型式品は、バッテリーパックの膨張事象
が複数件発生していた。●当該製品はバッテリ
ーパックのリチウムポリマー電池セルが膨張し
たため、輸送中の振動等により、内部短絡して
異常発熱し、焼損した可能性が考えられるが、
電池セルの焼損は著しく、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/05)タブレット端末

日本マイクロソフト（株）

Ｓｕｒｆａｃｅ　３　ｔａ
ｂｌｅｔ－１２８Ｇ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0032

A201900039

2019-0118

2019/04/02

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、樹脂製の前面フ
ァンカバー、ファン及び閉鎖弁カバーが焼失し
、天板は電装部側の焼損が著しかった。○電装
部のコンプレッサー、制御基板等の電気部品は
焼損していたが、出火の痕跡は認められなかっ
た。○ファンモーターは焼損していたが、出火
の痕跡は認められなかった。○内部配線に断線
、溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの
特定はできなかった。●当該製品の内部配線に
溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特
定ができなかったことから、製品起因か否かを
含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/12)エアコン（室外機）

ダイキン工業（株）

Ｒ２２ＶＥＳ

( 火災 )

A201900044

2019-0137

2017/10/02

(事故発生地)

沖縄県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品はスマートフォン、
タブレット用のモバイルバッテリーであり、当
該製品を充電中に当該製品から出火した。○当
該製品の焼損は著しく、外郭樹脂が焼失し、内
部のリチウムイオン電池セル４個が全て飛び出
していた。○一部の電池セルは外装缶が開裂し
て内部電極が飛び出していたが、当該製品は既
に廃棄されており、詳細は確認できなかった。
●当該製品の詳細が確認できず、事故発生時の
詳細な状況も不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/16)リチウム電池内蔵充電器

（株）センチュリー

ＥＴ－１０４Ｌ

( 火災 )

A201900048

2019-0140

2018/03/02

(事故発生地)

長崎県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は外郭全体が焼損し
ており、底面の樹脂は焼失し、内部の電気部品
が露出していた。○電源コードが断線し、断線
部に溶融痕が認められたが、通常の使用におい
て外力が加わらない位置であった。○基板及び
ファンモーターから出火した痕跡は認められな
かったが、ＩＨコイル、内部配線等が確認でき
なかった。○当該製品を入手できず、詳細な調
査はできなかった。●当該製品の焼損は著しく
、確認できない部品があったことから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/16)電気炊飯器

東芝ホームテクノ（株）

不明（ＲＣ－１０ＶＳＥ、
ＲＣ－１０２ＶＳＳ、ＲＣ
－１８ＶＳＥ又はＲＣ－
１８２ＶＳＳ）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0033

A201900051

2019-0156

2019/03/22

(事故発生地)

東京都

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品は、コンセント下部
からコンセント周辺にかけて焼損していた。○
電源コードは溶断しており、異極間短絡した痕
跡が複数箇所で認められた。○電源コードの断
線部は、コンセント下部の焼損著しい箇所から
離れており、延焼により短絡溶断した可能性が
考えられた。○コンセント下部の著しい焼損箇
所に電気部品は配置されていなかった。○その
他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった
。。●当該製品は、外部からの延焼によりコン
セント下部が焼損した可能性が考えられるが、
詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/18)コンセント付洗面化粧台

ＴＯＴＯハイリビング（株
）

ＬＭＰＡ０７５Ｂ１ＧＦＣ
２Ｇ

( 火災 )

A201900054

2019-0106

2019/03/30

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を充電中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、樹脂製外郭ケー
スが焼損し、内部の制御基板及びリチウムイオ
ン電池セルが露出していた。○制御基板は、一
部の部品に位置ずれがあったが、溶融痕等の出
火の痕跡は認められなかった。○電池セルの焼
損は著しく、内部電極の正極板が焼失し、負極
板も焼損していた。○当該製品を接続していた
デジタルカメラ用ＡＣアダプターに、出火の痕
跡は認められなかった。●当該製品は、内部の
リチウムイオン電池セルが内部短絡したため、
異常発熱して出火したものと推定されるが、電
池セルの焼損が著しく、事故発生以前の詳細な
使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/18)リチウム電池内蔵充電器

エレコム（株）

ＤＥ－Ｍ０５－Ｎ３０１５
ＢＫ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0034

A201900065

2019-0193

2019/02/27

(事故発生地)

埼玉県

　病院で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○洗面所の洗面台横の床に設置
されていた当該製品から出火していたことから
、水を掛けて消火し、当該製品、床、壁等を焼
損した。○清掃状況を含む詳細な使用状況は不
明であった。○当該製品は外郭樹脂の大部分が
焼損し、炭化していた。○電源基板は焼損して
いたものの、出火の痕跡は認められなかった。
○樹脂製ファンは焼失し、ファンモーターに軸
の固着及びさびが認められた。○ファンモータ
ーの巻線の一部に変色及び乱れが認められた。
○電源コードに断線等は認められなかった。○
集じんプレート、放電ユニットに出火の痕跡は
認められなかった。●当該製品は、ファンモー
ターの軸が固着して過負荷状態となり、モータ
ー巻線の絶縁性能が低下し、レイヤショートが
生じて出火したものと推定されるが、焼損が著
しく、詳細な使用状況等が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/22)空気清浄機

（株）セラヴィ

ＣＬＶ０６９

( 火災 )

A201900096

2019-0126

2019/04/14

(事故発生地)

愛知県

　異臭がしたため確認すると、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
ていた。

　当該製品は、フィルムコンデンサーの不具合
により内部抵抗が低下したため、直列に接続さ
れたヒューズ抵抗に過電流及び過電圧が印加さ
れて異常発熱し、トラッキング現象が生じて出
火に至ったものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/09)センサーライト

（株）アスカ

ＡＬＣＰ２２

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0035

A201900102

2019-0180

2019/04/22

(事故発生地)

愛知県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品はバッテリーパック内部のリチウム
イオン電池セルが内部短絡し、異常発熱が生じ
て、出火したものと考えられるが、電池セルの
焼損が著しく、内部短絡が発生した原因の特定
には至らなかった。

　製造事業者である（株）マウスコンピュ
ーターは、事故の再発防止を図るため、
２０１９年（令和元年）１２月９日にホー
ムページに情報を掲載し、対象機種のバッ
テリーパックの無償交換を行っている。

(受付:2019/05/15)ノートパソコン

（株）マウスコンピュータ
ー

ＬＢ－Ｂ５１２Ｓ

( 火災 )

A201900106

2019-0307

2019/04/27

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、乾燥用ヒーターの過熱防止用サ
ーモスタット端子に接続するファストン端子の
リード線接続部のカシメ不良によって異常発熱
し、焼損したものと推定される。

　製造事業者である三洋電機（株）は、事
故の再発防止を図るため、２００９年（平
成２１年）９月１８日以降、ホームページ
への情報掲載、複数回の新聞社告の掲載、
新聞折り込みチラシの配布を行い、当該機
種を含む９機種について無償で点検を実施
している。また、当該製品を含む対象４機
種については、製品を買い取る対応を行っ
ている。さらに、２０１６年（平成２８年
）１２月に追加でダイレクトメールを送付
し、２０１７年（平成２９年）３月から
２０１８年（平成３０年）３月にかけて購
入者に対し架電を継続している。

(受付:2019/05/17)電気洗濯乾燥機

三洋電機（株）

ＡＷＤ－Ａ８４５Ｚ

( 火災 )

A201900115

2019-0328

2019/04/29

(事故発生地)

福島県

　建物４棟を全焼する火災が発生し、１
名が死亡した。現場に当該製品があった
。

　調査の結果、○当該製品は全体的に著しく焼
損しており、中央部で折れ曲がっていた。○機
械室の内壁に局所的に焼損の著しい箇所は認め
られず、圧縮機、運転コンデンサー等の電気部
品は残存しており、残存する電気部品に出火の
痕跡は認められなかった。○電源コード、ドア
スイッチ等の電気部品は確認できなかった。○
当該製品以外にガスこんろ及び石油給湯器が確
認されたが、使用状況等の詳細は不明であった
。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡
は認められなかったが、焼損が著しく、確認で
きない部品があり、外部からの延焼の可能性も
考えられることから、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/21)電気冷蔵庫

松下冷機（株）（現　パナ
ソニック（株））

ＮＲ－Ｃ３６Ｔ１

( 火災  死亡 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0036

A201900123

2019-0319

2019/05/12

(事故発生地)

長崎県

　異音がしたため確認すると、当該製品
を焼損し、周辺を汚損する火災が発生し
ていた。

　当該製品のバッテリーパック内部のリチウム
イオン電池セルが内部短絡し、出火したものと
推定されるが、内部短絡が発生した原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/22)ノートパソコン

ＮＥＣパーソナルコンピュ
ータ（株）

ＰＣ－ＬＬ７５０ＨＳ６Ｗ

( 火災 )

A201900130

2019-0372

2019/05/01

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セル
が内部短絡して出火したものと推定されるが、
焼損が著しく、電池セルが内部短絡した原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。なお、当該型式品は２０１８
年（平成３０年）６月に販売を終了してい
る。

(受付:2019/05/24)リチウム電池内蔵充電器

（株）丸辰

３１５７２

( 火災 )

A201900142

2019-0359

2019/05/18

(事故発生地)

滋賀県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、 ○当該製品の冷凍室及び冷蔵室
の庫内が焼損し、焼損物が底部の野菜室の上に
堆積していた。○庫内の電気部品は所定の取付
位置から外れ、断線した内部配線とともに焼損
物の中に埋もれていた。○残存していた庫内の
電気部品及び内部配線に溶融痕等の出火の痕跡
は認められなかったが、冷凍室のファンモータ
ースイッチの接点部は確認できなかった。○フ
ァンモーターは、モーター基板のフィルムコン
デンサーが焼損していたが、基板の電流ヒュー
ズは切れていなかった。○本体背面下部の機械
室及び電源コードは焼損していなかった。●当
該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認め
られなかったが、焼損が著しく、確認できない
部品があったことから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/28)電気冷蔵庫

（株）ヤマダ電機

ＹＲＺ－Ｆ１９Ｂ１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0037

A201900144

2019-0318

2019/04/26

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を充電後、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の背面パネルは大半
が焼損して、バッテリーパックは露出し、全体
的に焼損していた。○バッテリーパックの背面
側に横方向へ広がる筋が認められ、筋が認めら
れた側面を中心に巻回体が内側に押し込まれた
ように変形していた。○リチウムイオン電池セ
ルの正極は外周以外は焼失し、セパレーターは
完全に焼失しており、負極の一部に溶融及び破
れが認められた。○当該製品の内部基板に出火
の痕跡は認められなかった。○当該製品の液晶
パネルに割れ等は認められず、外郭フレームに
へこみ等、外力が加わった痕跡は認められなか
った。○当該製品は、端末補償サービスにて交
換対応を行ったリフレッシュ品であり、前キャ
ビネット、背面カバー、基板、バッテリーパッ
クが交換されていた。●当該製品のバッテリー
パック内部のリチウムイオン電池セルで内部短
絡が生じ、異常発熱して焼損したものと考えら
れるが、焼損が著しく、事故発生以前の詳細な
使用状況等が不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/30)携帯電話機（スマートフ
ォン）

シャープ（株）（ＫＤＤＩ
（株）ａｕブランド）

ＳＨＶ３３（ＫＤＤＩ（株
）　ａｕブランド）

( 火災 )

A201900145

2019-0411

2019/04/30

(事故発生地)

熊本県

　寺院で異音がしたため確認すると、当
該製品を焼損する火災が発生していた。

　当該製品は、長期使用（２０年）により、内
部の変圧用巻線の絶縁性能が低下し、レイヤシ
ョートが生じたため巻線が焼損したものと推定
される。

　製造事業者である（株）タムラ製作所は
、２００３年に倒産した販売業者（（株）
アイディック）による保守点検が実施され
ないまま、設置以降長期間が経過したこと
で経年劣化により発火するおそれがあると
して、２０１６年２月にホームページに情
報を掲載し、また、把握し得た使用者に対
しては全てダイレクトメールで通知を行い
、近くの電気工事店に撤去、廃棄を依頼す
るよう呼びかけていたが、当該製品の使用
者については把握できなかったためダイレ
クトメールを送付していなかった。　同社
は、今回の事故発生を踏まえ、２０１９年
５月２４日付にてホームページに、６月
１７日付にて全国紙に情報を掲載するとと
もに、把握し得た使用者に対し再度ダイレ
クトメールを送付し、改めて、近くの電気
工事店に撤去、廃棄を依頼するよう呼びか
けている。

(受付:2019/05/30)変圧器（節電器）

（株）タムラ製作所（（株
）アイディック（倒産）ブ
ランド）

ＶＴ－６０Ａ（（株）アイ
ディック（倒産）ブランド
）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0038

A201900149

2019-0295

2019/03/14

(事故発生地)

石川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、薄い樹脂製シートに発熱体を印
刷し、導電性の接着剤によって電極を接続し、
発熱体に通電することによって床面を暖かくす
るもので接着剤によって接続された電極が下地
の凹凸の影響を受けやすく、平滑でない場所に
おいて使用されたことにより、電極部の接着剤
がはがれて接触不良となり、異常発熱して出火
に至ったものと推定される。　なお、敷設時の
取扱い上の注意や、施工指導が徹底されなかっ
たことも事故発生に影響したものと考えられる
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/31)電気式床暖房

ミタケ電子工業（株）

ＦＬ２－３６３６

( 火災 )

A201900154

2019-0163

2019/04/11

(事故発生地)

愛知県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、薄い樹脂製シートに発熱体を印
刷し、導電性の接着剤によって電極を接続し、
発熱体に通電することによって床面を暖かくす
るもので接着剤によって接続された電極が下地
の凹凸の影響を受けやすく、平滑でない場所に
おいて使用されたことにより、電極部の接着剤
がはがれて接触不良となり、異常発熱して出火
に至ったものと推定される。　なお、敷設時の
取扱い上の注意や、施工指導が徹底されなかっ
たことも事故発生に影響したものと考えられる
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/03)電気式床暖房

ミタケ電子工業（株）

ＦＬ２－２８７９

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0039

A201900158

2019-0434

2019/04/14

(事故発生地)

長野県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品の上方に
渡したビニール製のロープに干したタオル類を
乾かすために、当該製品の電源をオンにして外
出していた。○当該製品の焼損は著しく、台座
の一部を除き、樹脂部品は焼失していたが、ガ
ードに繊維等の炭化物の付着は認められなかっ
た。○電源コードは本体内部で断線し、断線部
に溶融痕が認められた。○首振りモーターの電
源線の１本が断線し、断線部に溶融痕が認めら
れた。○転倒時オフスイッチの接点及び転倒時
オフスイッチと温度ヒューズを接続する内部配
線が確認できなかった。○ヒーター及び首振り
モーターに出火の痕跡は認められなかった。●
当該製品の焼損は著しく、確認できない部品が
あり、事故発生時の詳細な状況が不明のため、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/04)電気ストーブ（ハロゲン
ヒーター）

（株）千住

ＰＨＭ－４０６

( 火災 )

A201900159

2019-0430

2019/05/21

(事故発生地)

東京都

　事務所で当該製品の電源を入れたとこ
ろ、当該製品の内部部品を焼損する火災
が発生した。

　当該製品は、電源基板の銅箔パターン間でト
ラッキング現象が発生し、基板が焼損したもの
と推定されるが、トラッキング現象が生じた原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/04)液晶ディスプレイモニタ
ー

日本サムスン（株）（現　
サムスン電子ジャパン（株
））

２４５Ｂ　ｐｌｕｓ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0040

A201900165

2019-0439

2016/01/01

(事故発生地)

千葉県

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品を含むリチウム電池
内蔵充電器９個を樹脂製のかごの中に置き、５
口延長コードに接続して充電していた。○樹脂
製のかごは当該製品が置かれていた箇所を中心
に焼損していた。○当該製品の焼損は著しく、
外郭樹脂は原形をとどめていなかった。○内蔵
リチウムイオン電池セル４個のうち２個に焼損
は認められなかったが、１個は電極体のみが残
存し著しく焼損し、もう１個は事故現場から収
去されず確認できなかった。○内部基板は焼損
していたが、基材の欠損、穴空きは認められな
かった。○その他のリチウム電池内蔵充電器に
出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は
店舗のイルミネーションライト用電源として使
用されており、複数の従業員が使用していたこ
とから、詳細な使用状況は特定できなかった。
●当該製品のリチウムイオン電池セルから出火
したものと推定されるが、焼損が著しく、詳細
な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/05)リチウム電池内蔵充電器

ウィンテン（株）

ＷＴ－Ｐ１００Ｓ－ＢＫ

( 火災 )

A201900168

2019-0440

2018/02/28

(事故発生地)

愛知県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、樹
脂部品は全て焼失していた。○熱交換器の焼損
は著しく、アルミフィンの一部が焼失していた
。○基板の焼損は著しかったが、局所的な焼損
は認められなかった。○電源プラグの栓刃に溶
融痕は認められなかった。○ファンモーター、
端子台等のその他の電気部品は確認できなかっ
た。●当該製品の焼損は著しく、確認できない
部品があったことから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/05)エアコン

（株）富士通ゼネラル

不明

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0041

A201900179

2019-0471

2019/05/06

(事故発生地)

京都府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品本体は全体的に著し
く焼損していた。○モーターと起動用コンデン
サー間の配線が断線しており、断線部に溶融痕
が認められた。○電源スイッチ、サーマルプロ
テクター及び起動用コンデンサーは確認できな
かった。○サーマルプロテクターを外郭に取り
付けている金属製のねじ、ナットは確認できな
かった。○アルミダイカスト製のモータブラケ
ットが溶融していた。○モーターはロック状態
であり、また、モーター巻線は全体的に変色し
ていたが、巻線にレイヤショートが生じた痕跡
は認められなかった。○羽根車部に砂利や水草
等の異物が入っていた。○使用者が事故発生前
日に当該製品を使用した際、製品内部から異物
が入ったような音がしていた。○使用者は当該
製品付属のストレーナー（吸込口ホース先端に
取り付ける異物混入防止用の部品）を装着せず
に使用しており、これまでにも製品内部に異物
が入り込むことがあり、その都度、当該製品を
分解して除去していた。●当該製品は、付属の
ストレーナーを装着せずに使用していたことで
、製品内部に異物が入り、モーターがロックし
た際に、サーマルプロテクターが取り外されて
いたため、モーターが異常発熱した可能性が考
えられるが、焼損が著しく、確認できない部品
があったことから、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/10)電気ポンプ

（株）寺田ポンプ製作所

ＨＰ－５０

( 火災 )

A201900192

2019-0543

2019/06/04

(事故発生地)

千葉県

　電車内で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生し、１名が火傷を負った。

　当該製品のリチウムイオン電池セルの負極タ
ブ周辺が異常発熱したことにより電池セルが熱
暴走に至ったものと推定されるが、負極タブ周
辺が異常発熱した原因の特定には至らなかった
。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/14)リチウム電池内蔵充電器

ソニーエナジー・デバイス
（株）

ＣＰ－Ｖ５Ｂ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0042

A201900215

2019-0607

2019/06/01

(事故発生地)

山梨県

　施設で当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。（A201900214と同一事
故）

　当該製品の平滑用コンデンサーに不具合があ
ったため、過電圧を生じて制御用トランジスタ
ーが短絡故障し、過充電保護機能が働かず、接
続していたバッテリーへの充電が継続し、過充
電状態になった円筒形リチウムイオン電池セル
が異常発熱して出火し、当該製品が類焼したも
のと推定される。

　輸入事業者である（株）サカソウインベ
ントは、事故の再発防止を図るため、
２０１９年（令和元年）１１月５日付けで
、当該製品の平滑用コンデンサーに不具合
があった場合にバッテリーが過充電される
おそれがあるとして、コンデンサー不具合
時にバッテリーへの出力を遮断する回路を
搭載した対策品に交換するリコールを実施
している。

(受付:2019/06/24)充電器（草刈機用）

（株）サカソウインベント
（（株）山善ブランド）

ＬＢＣ－２ＡＪ１２０（（
株）山善ブランド）

( 火災 )

A201900216

2019-0608

2019/06/09

(事故発生地)

京都府

　当該製品を充電中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、制御基板又はリチウムイオン電
池セルから出火したものと推定されるが、焼損
が著しく、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/24)リチウム電池内蔵充電器

アンカー・ジャパン（株）

Ａ１２５２０２１

( 火災 )

A201900226

2019-0618

2019/06/17

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品の内部部品を焼損し、周辺を
汚損する火災が発生した。

　当該製品の電池モジュールに組み込まれてい
るリチウムイオン電池セルの内部短絡又は電池
セルの外部短絡が発生して異常発熱し、出火に
至ったものと推定されるが、電池セルの焼損は
著しく、異常発熱が生じた原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。　なお、製造事業者であるニ
チコン（株）は、電池セル間の短絡防止を
図るため、２０１８年（平成３０年）１１
月出荷分より、電池セル上に配置するイン
ナーカバーの形状を変更し、電池セル間の
隙間に溶接くず等の異物混入防止対策を実
施しているが、当該製品は対策実施以前に
製造された製品であった。

(受付:2019/06/27)リチウム蓄電池

ニチコン（株）

ＥＳＳ－Ｕ２Ｍ１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0043

A201900247

2019-0566

2019/06/17

(事故発生地)

石川県

　社員寮で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○ソファーマットの上で当該製
品が表示面を上にして焼損し、マットに固着し
ていた。○当該製品の液晶表示面は焼損してい
なかったが、背面は著しく焼損し、リチウムイ
オン電池セルの銅箔が露出していた。○バック
カバーはバッテリーパック周辺が焼失し、バッ
クカバーのその他の部分はソファーマットの一
部と共に溶融していた。また、ディスプレイ保
護枠側面のバッテリーパックに接する部分が変
形していた。○バッテリーパックは、外装、電
池セルの正極及びセパレーターは焼失し、負極
の銅箔のみ残存していたが、一部に破損が認め
られた。○バイブレーター素子が本来の実装位
置から移動し、同軸ケーブルが外れていた。○
バイブレーター素子の箇所は背面カバーが溶融
し閉じたままであった。●当該製品は、バッテ
リーパックのリチウムイオン電池セルが異常発
熱し出火したものと推定されるが、電池セルの
焼損が著しいため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/04)携帯電話機（スマートフ
ォン）

ＨＴＣ　ＮＩＰＰＯＮ（株
）（ソフトバンク（株）ブ
ランド）

Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｏｎｅ　
Ｘ２（ソフトバンク（株）
ブランド）

( 火災 )

A201900251

2019-0675

2019/06/18

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品で他社製の電気製品を充電中
、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品の基板の一部が異常発熱したため、
基板と樹脂製外郭が焼損して発煙、出火に至っ
たものと推定されるが、基板の焼損が著しく、
異常発熱した原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/05)充電器

アンカー・ジャパン（株）

Ａ２１３３５２１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0044

A201900261

2019-0689

2019/07/06

(事故発生地)

静岡県

　当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。

　当該製品は、ファンモーターのコネクター部
で異常発熱が生じたため、出火したものと推定
されるが、コネクター部の焼損が著しく、異常
発熱の原因の特定には至らなかった。

　三菱重工サーマルシステムズ（株）は、
事故の再発防止を図るため、当該製品を含
む対象機種について、２０１８年（平成
３０年）１月１１日付けで同社ホームペー
ジに情報を掲載するとともに、同年５月
３０日には対象範囲を追加し、対象製品に
ついて無償で点検、改修を実施している。

(受付:2019/07/10)エアコン

三菱重工業（株）（現　三
菱重工サーマルシステムズ
（株））

ＳＲＫ２５ＺＨ－Ｗ

( 火災 )

A201900282

2019-0745

2019/07/05

(事故発生地)

宮城県

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、当該製品のバッテリーパック内
部のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出
火したものと推定されるが、焼損が著しく、電
池セルが異常発熱した原因の特定には至らなか
った。

　パナソニック（株）は、当該製品を含む
対象機種について、充放電の繰り返しによ
り搭載バッテリーの劣化が進行して内圧が
上昇すると、異物が存在していた場合に内
部短絡を生じて出火に至るおそれがあると
して、２０１８年（平成３０年）３月２８
日にホームページに情報を掲載するととも
に、２０１８年（平成３０年）３月２９日
に新聞社告を行い、充電制御ユーティリテ
ィの設定を呼びかけ、２０１８年（平成
３０年）６月１２日からはバッテリー診断
・制御プログラムの配信を行っている。

(受付:2019/07/19)ノートパソコン

パナソニック（株）

ＣＦ－ＳＸ２Ａ１４ＣＳ

( 火災 )

A201900313

2019-0818

2019/07/19

(事故発生地)

東京都

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品は、温水用手動復帰型サーモスタッ
トに防水及び防滴対策が施されていなかったこ
とから、長期使用（３８年）により洗浄用通水
管の袋ナットから漏水した水が接点が開いた状
態のサーモスタット端子部に掛かり、絶縁性能
が低下して異常発熱し、出火に至ったものと推
定されるが、使用者が異常を認識した状態で使
用を続けたことも事故発生に影響したものと考
えられる。

　再発防止措置として、東陶機器（株）（
現　ＴＯＴＯ（株））は、温水洗浄便座の
修理でお客様宅へ訪問した際、古いタイプ
の製品をご使用の場合、あるいは既に部品
の供給が終了し修理が出来ない場合におい
ても、業界団体（日本レストルーム工業会
）で作成している安全啓発ちらしをお渡し
、注意事項の伝達や使用中止をお願いする
とともに、長期使用の製品に対して「点検
」もしくは「お買い替え」を提案する対応
を実施している。　また、安全啓発チラシ
を、全国のショールームに準備するととも
に、チラシ内容をホームページや取扱説明
書に掲載するなどの安全啓発も実施してい
る。

(受付:2019/07/29)温水洗浄便座

東陶機器（株）（現　ＴＯ
ＴＯ（株））

ＴＣ４０１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0045

A201900319

2019-0815

2019/07/00

(事故発生地)

大阪府

　工場の休憩室で当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。

　当該製品は、ファンモーターのコネクター部
で異常発熱が生じたため、出火したものと推定
されるが、コネクター部の焼損が著しく、異常
発熱が生じた原因の特定には至らなかった。

　三菱重工サーマルシステムズ（株）は、
事故の再発防止を図るため、当該製品を含
む対象機種について、２０１８年（平成
３０年）１月１１日付けで同社ホームペー
ジに情報を掲載するとともに、同年５月
３０日には対象範囲を追加し、対象製品に
ついて無償で点検、改修を実施している。

(受付:2019/07/30)エアコン

三菱重工業（株）（現　三
菱重工サーマルシステムズ
（株））

ＳＲＫ２８Ｖ６ＺＦ－Ｗ

( 火災 )

A201900329

2019-0842

2019/07/20

(事故発生地)

神奈川県

　宿泊施設で当該製品の電源を入れたと
ころ、当該製品を焼損する火災が発生し
た。

　当該製品は、基板の銅箔パターン間で絶縁破
壊が生じて焼損したものと推定されるが、基板
及び銅箔パターンの一部が焼失していることか
ら、絶縁破壊が生じた原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/01)アンプ

（株）サウンドハウス

ＣＰ４２００

( 火災 )

A201900342

2019-0865

2019/07/24

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品はリコール対象機種の未対策品であ
り、ファンモーターのコネクター付近で出火し
た可能性が考えられるが、焼損が著しく、ファ
ンモーターを確認できないことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　東芝キヤリア（株）は、事故の再発防止
を図るため、平成１６年８月２０日より新
聞社告を掲載するとともに、新聞折り込み
チラシ、交通広告（電車内）等の注意喚起
を行い、さらに、消費生活センターや消防
署等においてポケットティッシュ（対象製
品の写真等を同封）やチラシの配布を行う
とともに、地方公共団体の広報誌や電力会
社等による配布物への情報掲載、介護施設
へのＰＲを行うなど、引き続き注意喚起及
び無償点検・改修を呼び掛けている。

(受付:2019/08/06)エアコン

東芝キヤリア（株）

ＲＡＳ－４０６ＬＤＲ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0046

A201900351

2019-0809

2019/06/28

(事故発生地)

大阪府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は、本体外郭上面が
全体的に焼損し、下面はコネクター部を中心に
焼損していた。○当該製品のＤＣコネクターに
ＡＣアダプターのＤＣプラグが挿入されており
、ＤＣコネクターとＤＣプラグが焼損していた
。○ＤＣプラグの配線は、樹脂モールド内で断
線し、プラグとのはんだ接続部が外れ、はんだ
は確認できなかった。○はんだ接続部の内部配
線が半断線していた。○その他の電気部品に出
火した痕跡は認められなかった。○ＤＣプラグ
の先端樹脂の成分分析を実施した結果、臭素系
難燃剤が使用されていた。●当該製品は、イン
ターフェース基板のＤＣコネクターに挿入され
ていたＡＣアダプターのＤＣプラグが内部で異
常発熱して出火したものと考えられるが、焼損
が著しく、事故発生時の詳細な使用状況が不明
のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/08)ハードディスク

（株）アイ・オー・データ
機器

ＨＤＣＬ－ＵＴＥ３Ｗ

( 火災 )

A201900362

2019-0877

2019/07/04

(事故発生地)

京都府

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。（A201900332と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は、パソコンラック
の下に光回線終端装置、映像用回線終端装置と
共に並べて設置されていた。○当該製品の焼損
は著しく、本体外郭樹脂が焼損し、基板が露出
していた。○基板の部品は脱落しており、回収
した部品に出火の痕跡は認められなかったが、
部品の一部は確認できなかった。○ＡＣアダプ
ターの本体及び電源コードに出火の痕跡は認め
られなかった。○消防覚知の３分前まで当該製
品のサーバー側アクセスログ記録があった。●
当該製品は外部からの延焼により焼損した可能
性が考えられるが、焼損がは著しく、事故発生
時の詳細な状況は不明であり、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/08)ルーター（パソコン周辺
機器）

日本裕展貿易（株）（ソフ
トバンク（株）ブランド）

Ｊ１８Ｖ１１５．００（ソ
フトバンク（株）ブランド
）

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0047

A201900368

2019-0874

2019/07/31

(事故発生地)

石川県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（４５年）により、モ
ーター始動用コンデンサーの絶縁性能が低下し
、内部短絡が生じて出火に至ったものと推定さ
れる。

　三洋電機（株）（現　パナソニック（株
））は、長期使用の扇風機について、
２００７年（平成１９年）８月２５日以降
、毎年、新聞広告を掲載し、また、
２００７年（平成１９年）９月からはテレ
ビ広告を実施するなどして、使用の中止及
び製品の廃棄を呼びかけている。

(受付:2019/08/15)扇風機

三洋電機（株）

ＥＦ－６ＵＺ

( 火災 )

A201900369

2019-0912

2019/07/25

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品を焼損し
、周辺を汚損する火災が発生した。

　事故原因は、製品内部の洗剤ケース下部に配
置されたヒーター配線に垂れ落ちた液体洗剤が
付着し、液体洗剤の成分（界面活性剤）により
、リード線被覆の絶縁が劣化し、発火に至った
ものと考えられる。

　東芝ライフスタイル（株）では、事故の
再発を防止するため、当該製品を含む対象
製品について、平成２０年４月１６日と平
成２１年８月１９日に新聞社告を掲載し、
注意喚起を行うとともに、無償点検・改修
実施している。

(受付:2019/08/15)電気洗濯乾燥機

（株）東芝（現　東芝ライ
フスタイル（株））

ＴＷ－７４２ＥＸ

( 火災 )

A201900382

2019-0667

2019/06/12

(事故発生地)

大阪府

　施設で当該製品を溶融する火災が発生
した。

　当該製品は、フィルムコンデンサーのはんだ
付け不良により過電圧が発生したため、接続さ
れている電解コンデンサーにストレスが加わり
、内圧が上昇して電解液が漏れ、基板の異極間
に付着して短絡回路を形成し、出火に至ったも
のと推定される。

　再発防止措置として、２０１９年９月吉
日付けで当該製品の販売中止のお知らせを
ホームページに掲載するとともに、当該製
品と同一ロットの製品の回収を行うため、
個別に販売先に連絡している。

(受付:2019/08/16)ＬＥＤランプ（電球型）

テス・ライティング（株）

ＬＤＡ１０Ｗ１０００－
２７Ｅ２６－Ｆｒ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0048

A201900419

2019-0999

2019/06/29

(事故発生地)

富山県

　当該製品に他社製のバッテリーを接続
して充電中、建物を全焼する火災が発生
した。（A201900293と同一事故）

　調査の結果、○事故発生時、当該製品を用い
て玩具用リチウムポリマーバッテリーを充電し
ていた。○事故発生現場の焼損が著しかったた
め、当該製品及びバッテリーは回収されず、確
認できなかった。○同等品を用いて、同等品バ
ッテリーを充電した結果、同等品バッテリーの
外郭に膨張が認められたが、破裂、出火には至
らなかった。○当該製品本体には、「ニッケル
水素電池専用である。」旨、表示されている。
●当該製品で玩具用リチウムポリマーバッテリ
ーを充電したため、バッテリーが異常発熱して
出火に至った可能性が考えられるが、当該製品
の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/29)充電器（ニッケル水素電
池用）

ロワ・ジャパン（有）

ＳＧ０６

( 火災 )

A201900430

2019-0991

2019/08/14

(事故発生地)

滋賀県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、端
子板、ファンモーター、熱交換器、電源コード
の一部及び電源プラグの栓刃の片側は確認でき
たが、電源基板、制御基板、トランス等は確認
できなかった。○端子板は、ファストン端子が
接続状態であり、端子の溶融等、出火の痕跡は
認められなかった。○ファンモーターは、表面
が焼損していたが、外郭モールド樹脂に溶融は
認められず、内部の巻線から出火した痕跡は認
められなかった。○電源コードの断線部及び電
源プラグの栓刃に溶融痕等の異常は認められな
かった。●当該製品の残存する電気部品に出火
の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、
確認できない部品があったことから、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/30)エアコン

（株）富士通ゼネラル

不明

( 火災 )

A201900457

2019-1056

2019/08/26

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　調査の結果、○当該製品の電源プラグはコン
セントに接続された状態であった。○当該製品
は、焼損が著しく、本体外郭樹脂が焼失してい
た。○電源コードは、本体内の引出部付近で外
れていたが、電源コードに溶融痕等の出火の痕
跡は認められなかった。○ヒーター、モーター
、マイナスイオン発生器、内部配線等の電気部
品に出火の痕跡は認められなかった。○電源ス
イッチ、ターボスイッチ、コンデンサー、イオ
ン発生スイッチ等の電気部品は確認できなかっ
た●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡
は認められなかったが、焼損が著しく、確認で
きない部品があったことから、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/09/06)ヘアドライヤー

テスコム電機（株）

ＴＩＤ１３４

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0049

A201900475

2019-1118

2018/12/22

(事故発生地)

大阪府

　事務所で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、圧縮機周辺が著
しく焼損していた。○圧縮機用始動リレーは、
ファストン端子コネクター部に溶融痕が認めら
れた。○オーバーロードリレーは、始動リレー
に近い位置の焼損が著しく、一部の部品に欠損
が認められた。○圧縮機、内部配線、電源プラ
グ等のその他の電気部品に出火の痕跡は認めら
れなかった。○当該製品の所有者（レンタル事
業者）は、始動リレーの交換部品の発注を行っ
ていたが、当該製品の始動リレーを交換したか
どうかは確認できなかった。●当該製品は、圧
縮機用始動リレーのコネクター部で接触不良が
生じて出火したものと推定されるが、焼損が著
しく、接触不良が生じた原因が不明のため、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/09/12)電気冷蔵庫

レマコム（株）

ＲＣＳ－１００

( 火災 )

A201900481

2019-1122

2019/08/27

(事故発生地)

和歌山県

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品の制御基板上のトランジスターが異
常発熱して、制御基板や外郭ケースの一部が焼
損したものと考えられるが、トランジスターの
焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/09/12)リチウム電池内蔵充電器

エレコム（株）

ＤＥ－Ｍ０１Ｌ－
１０４４４ＷＨ

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0050

A201900838

2019-1690

2019/10/20

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品の上に置いていた可燃物及び
周辺を焼損する火災が発生した。

　事故原因は、当該製品のスイッチつまみに身
体等が接触してスイッチが入り、当該製品の上
に置かれていた可燃物が焼損したものと推定さ
れる。

　小型キッチン等に組み込まれた電気こん
ろ（つまみが飛び出しているもの）につい
ては、身体や荷物がつまみ（スイッチ操作
部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故
が多発していることから、各事業者におい
てつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っ
ている。さらに、電気こんろメーカー及び
キッチンユニットメーカー１３社は、
２００７年（平成１９年）６月２０日に「
小形キッチンユニット用電気こんろ協議会
」を設立し、再発防止のため、１００％改
修を目指した抜本的対策を、２００７年（
平成１９年）７月３日及び同年７月３１日
に公表し、改修を進めている。「一口電気
こんろ」と同様のスイッチ構造を持つ「上
面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気
こんろ」については、２００７年（平成
１９年）８月１日に改修対象に加え、新聞
社告を掲載し、また、新聞折り込みチラシ
の配布を全国で展開する等改修を進めてい
る。

(受付:2019/11/25)電気こんろ

松下電器産業（株）（現　
パナソニック（株））

ＮＫ－１１０２（松下電工
（株）（現　パナソニック
（株））製ミニキッチン「
ＧＧ７４４５」に組み込ま
れたもの）

( 火災 )

A201900840

2019-1691

2019/10/08

(事故発生地)

山形県

　事務所で当該製品を使用中、当該製品
を焼損する火災が発生した。

　当該製品のモーター組み付け工程において、
モーターリード線を首振り部に挟み込んだため
、芯線の一部が断線し、使用時の首振り運転に
伴い断線が進行して接触不良により異常発熱し
、モーターリード線の異極間で短絡、スパーク
し、出火に至ったものと推定される。

　パナソニック（株）は、事故の再発防止
を図るため、２０１７年（平成２９年）１
月２４日にホームページに情報を掲載する
とともに、同月２５日に新聞社告を行い、
当該製品を含む対象製品について、無償で
製品交換・設置を実施している。

(受付:2019/11/26)扇風機

パナソニック　エコシステ
ムズ（株）

Ｆ－ＧＡ３０１

( 火災 )



　製品区分：　01.家庭用電気製品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0051

A202000016

2020-0044

2020/03/13

(事故発生地)

大分県

　事務所で当該製品を充電中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、１２Ｖ用ブースターケーブルを
接続すると、内部のバッテリーパック２個が制
御基板を介さずに並列接続される構造であるた
め、ケーブルを接続したまま充電した際、充電
制御が正常に行えずにバッテリーパック内部の
リチウムポリマー電池セルが過充電となり、異
常発熱して出火に至ったものと推定される。　
なお、取扱説明書には、「使用しない時及び使
用後は、ブースターケーブルを外す。ショート
、感電、火災の原因になる。」旨、記載されて
いる。

　輸入事業者である日動工業（株）は、
２０１６年（平成２８年）６月６日より代
理店及び販売店に注意文書を配布するとと
もに、対策品のセーフティケーブルを所有
者に無償配布しており、また、２０１９年
（令和元年）８月２１日付けでホームペー
ジに情報を掲載している。

リチウム電池内蔵充電器

日動工業（株）

ＡＳ－１２２４ＪＳ

( 火災 )



　製品区分：　02.台所・食卓用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0052

A201900472

2019-1090

2019/08/29

(事故発生地)

愛知県

　当該製品に熱湯を注いだところ、当該
製品が割れ、熱湯が掛かり火傷を負った
。

　調査の結果、使用者が当該製品に熱湯を入れ
、冷めないうちに蓋を閉めたため、容器内圧が
上昇し破損に至ったものと推定されるが、取扱
説明書及び蓋表面の注意表示「熱湯を入れた場
合は、十分に冷めるまで蓋をしない。空気の膨
張により、本体が割れて火傷する場合がある。
」のうち、蓋表面に刻印されていた文字が小さ
く、目立たなかったことも事故発生に影響した
ものと考えられる。

　再発防止措置として、イオンリテール（
株）は、２０１９年９月４日に販売を中止
し、店頭ポップとホームページで「熱湯を
入れた場合は冷めるまで蓋をしない。」、
「亀裂がある場合は熱湯を入れない。」旨
の注意喚起を行った。また、今後の企画品
は本体注意表示を目立つ文字の大きさで目
立つ場所に本体シール貼付け及び刻印で表
示する対策を行う。

(受付:2019/09/11)冷水筒

イオンリテール（株）

ＨＣ－ＲＳＱ１４１０１４

( 重傷 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0053

A201800737

2018-1889

2019/02/09

(事故発生地)

北海道

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、定油面器付近から出火に至った
可能性が考えられるが、焼損が著しく、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/22)石油ストーブ（密閉式、
床暖房機能付）

（株）コロナ

ＵＨＢ－ＴＰ１０００

( 火災 )

A201900150

2019-0404

2019/05/23

(事故発生地)

東京都

　当該製品を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　当該製品にガス漏れ等の異常は認められない
ことから、火の着いた紙片が排気口から入って
出火したものと推定されるが、事故発生時の詳
細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/31)ガスこんろ（都市ガス用
）

（株）ハーマン

Ｃ３ＷＧ４ＰＷＡ

( 火災 )

A201900169

2019-0358

2019/04/29

(事故発生地)

北海道

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品の残存する部品に出火に至る異常は
認められなかったが、焼損が著しく、給排気筒
等の部品が確認できなかったことから、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/06)石油ストーブ（密閉式）

（株）コロナ

ＦＦ－６８１７ＰＫ

( 火災 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0054

A201900173

2019-0451

2019/02/21

(事故発生地)

北海道

　倉庫で当該製品を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。

　当該製品の上に干されていた可燃物が落下し
、当該製品に接触して出火に至ったものと推定
されるが、当該製品の確認ができなかったこと
から、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/07)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＲＸ－２２１５Ｙ（推定）

( 火災 )

A201900181

2019-0467

2019/06/01

(事故発生地)

徳島県

　当該製品を使用中、当該製品の周辺を
焼損する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（３１年）により、熱
交換器のフィンにすすや燃焼生成物等が付着し
て排気が悪化し、すす及び未燃ガスが発生して
引火し、周辺を焼損したものと推定されるが、
当該製品の排気口前方に物干し竿が設置されて
いたため洗濯物を干すことにより、排気ガスが
再給気されて不完全燃焼を促進したことも事故
発生に影響したものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/11)屋外式（ＲＦ式）ガス瞬
間湯沸器（ＬＰガス用）

パロマ工業（株）（現　（
株）パロマ）

ＰＨ－１６００ＳＣ

( 火災 )

A201900240

2019-0617

2019/06/13

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を使用中、乳児（７か月）が
シャワーから出たお湯で火傷を負った。

　当該製品は、流量が少なくなると設定温度よ
りも出湯温度が高くなる機構であるが、リモコ
ンの給湯設定温度より高くならないための保護
対策が不十分であったため、保護者が乳児の背
中と椅子の間にシャワーヘッドを差し込んだこ
とで流量が低下して熱湯が出たものと推定され
るが、保護者が乳児を残したまま浴室を出てい
たことも事故発生に影響したものと考えられる
。

　再発防止措置として、（株）ノーリツは
、子供への使用に対する安全喚起として取
扱説明書及びホームページの記載内容を見
直すこととした。

(受付:2019/06/28)屋外式（ＲＦ式）ガス瞬
間湯沸器（都市ガス用）

（株）ノーリツ

ＧＱ－１６３９ＷＳ－Ｃ－
１

( 重傷 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0055

A201900331

2019-0836

2019/06/15

(事故発生地)

千葉県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　当該製品は、長期使用（２６年）に伴う燃焼
不良及び排気筒からの雨水等の浸入によって、
給湯バーナーと燃焼室との接続部が腐食及び劣
化して隙間が生じたため、当該箇所から高温の
燃焼排気ガスが機器内部に漏れ、機器内部の可
燃物に着火して、出火に至ったものと推定され
るが、使用者が事故発生の１か月前から当該製
品の異常を認識しながら使用を継続していたこ
とも事故発生に影響したものと考えられる。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/01)石油給湯機付ふろがま

（株）長府製作所

ＪＩＢ－７Ｓ

( 火災 )

A201900373

2019-0910

2019/07/29

(事故発生地)

福岡県

　当該製品及び建物を全焼する火災が発
生した。

　当該製品は、長期使用（１５年）により、ガ
ス電磁弁プランジャー内のスペーサー表面に粘
着性の異物が生成し、タイマー切り時にガス電
磁弁の閉止遅れが発生して燃焼が継続し、この
状態で浴槽の水を抜いた際に空だきが生じて出
火したものと推定されるが、使用者が当該製品
の異常を認識しながら使用を継続したことも事
故発生に影響したものと考えられる。　なお、
取扱説明書には、「異常を感じた場合は運転を
停止してガス栓を閉じ、電源プラグを抜いて販
売店に連絡する」旨、記載されている。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/15)屋外式（ＲＦ式）ガスふ
ろがま（ＬＰガス用）

（株）長府製作所

ＧＦ－２００Ｄ

( 火災 )

A201900497

2019-1135

2019/09/10

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生し、１名が死亡した。

　当該製品のガス漏れの有無が確認ができず、
事故発生時の詳細な使用状況も不明のため、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/09/18)ガスこんろ（都市ガス用
）

（株）パロマ

ＩＣ－Ｎ８６Ｂ－Ｌ

( 火災  死亡 )



　製品区分：　03.燃焼器具

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0056

A201900525

2019-1190

2019/08/23

(事故発生地)

東京都

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細
な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、
事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/09/27)屋外式ガス給湯暖房機（
都市ガス用）

リンナイ（株）（東京ガス
（株）ブランド）

ＩＴ４２０３ＬＲＳＳＷ３
ＱＬ（東京ガス（株）ブラ
ンド）

( 火災 )

A201900857

2019-1710

2019/11/16

(事故発生地)

東京都

　当該製品を焼損する火災が発生した。 　当該製品は、器具栓つまみ接続部のＯリング
が劣化したことでガス漏れが発生し、当該製品
を点火した際に漏れたガスに引火した可能性が
考えられるが、当該製品を確認できず、事故発
生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/11/29)ガストーチ

コールマンジャパン（株）

１７０－８０７５

( 火災 )

A201900894

2019-1783

2019/11/15

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び建物を全焼、４棟を類焼
する火災が発生した。

　当該製品は、使用者がカートリッジタンクに
給油後、当該製品のタンク室に戻す際にカート
リッジタンクの蓋が開いて灯油がこぼれ、高温
の本体に掛かって出火した可能性が考えられる
が、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/12/05)石油ストーブ（開放式）

（株）コロナ

ＳＸ－Ｅ２６Ｙ

( 火災 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0057

A201800657

2018-1783

2018/12/24

(事故発生地)

広島県

　当該製品を組み立てていたところ、右
指を可動部に挟み、負傷した。

　調査の結果、○使用者は、当該製品の組立て
時に内枠と外枠の交差部に手を挟んだため、右
手小指の爪がはがれて骨折した。○寝かせて組
み立てていた当該製品を起こそうとした際に事
故が発生したとの申出内容であったが、詳細は
不明であった。○内枠及び外枠は交差部付近で
上下に分かれており、組立ての際、上下の接続
部付近をねじ止めして固定する必要があり、内
枠のねじ止めは当該製品を寝かせた状態で行え
るが、外枠のねじ止めは、内枠により外枠のね
じ穴が隠れるため、寝かせた状態ではねじ止め
ができない構造であった。○交差部は、内枠及
び外枠の左右２か所をリベットで固定した構造
で、交差部付近に血痕と考えられる付着物が認
められた。○交差部を含む内枠と外枠の間隔は
約３ｍｍであった。○当該製品は分解された状
態で、組立て用のねじは確認できなかったが、
外観に曲がり、バリ等の異常はなく、組立て時
にも特段の不具合は認められなかった。●当該
製品は、交差部を含む内枠と外枠の隙間が狭く
、寝かせた状態のままで内枠及び外枠をねじ止
めできない構造であったことから、使用者が当
該製品の組立て中、寝かせた状態の当該製品を
起こそうとした際に、内枠と外枠の交差部で指
を挟み、負傷したものと推定されるが、事故発
生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/24)物干し（室内用）

（株）良品計画

ＪＡＮ：
４５４７３１５８２０７１
９

( 重傷 )

A201800765

2018-1999

2019/02/11

(事故発生地)

宮城県

　当該製品を床に敷いている際に当該製
品の上から移動したところ、転倒し、右
手首を負傷した。

　調査の結果、○当該製品の敷き込み中、使用
者は当該製品の上を２、３歩移動したところで
足を滑らせて転倒し、受け身を取ろうとした際
に右手首を骨折した。○当該製品は、薄茶色と
茶色のマットが２枚ずつセットになっている製
品で、同等品と比較したところ、目視や手触り
、靴下を履いた際の足の滑りやすさにおいて、
差違は認められなかった。○取扱説明書には、
「製品の特性上、表面が滑りやすくなっている
。」、「使い始めは表面が滑りやすい場合があ
るため、気になる際は中性洗剤を含ませたタオ
ル等で水拭きした後、乾燥させてから使用する
。」旨、記載されている。○敷き込みしていた
場所の床材、靴下の材質、使用前の水拭きの有
無等、事故発生時の詳細な状況は不明であった
。●当該製品は、同等品との比較において滑り
やすさは認められなかったが、事故発生時の詳
細な状況が不明のため、床材に対する製品裏面
の影響等が確認できず、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/05)マット（パズル式）

（株）ニトリ

パズルマットムジ５　ダイ
ＢＲ　４Ｐフチツキ

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0058

A201900031

2019-0097

2019/02/14

(事故発生地)

神奈川県

　事務所で当該製品に着座したところ、
当該製品の脚部が破損し、転倒、頸部を
負傷した。

　調査の結果、○使用者は当該製品に座った途
端に、後ろ脚が破断して後方に転倒し、後頭部
を強打したとの申出内容であった。○当該製品
は脚部の１本が根元から破断し、その先端部に
は過去に在庫品落下時に付いていたものと同様
の擦れた傷が認められた。○脚部を落下させる
等して強い衝撃を加えた際に、脚部の強度が低
下することが認められた。○当該製品の脚部に
衝撃が加わった原因及び時期は不明であった。
○当該製品の破面にはボイドが認められたが、
ボイドを想定して同等品の脚部に切り欠きを入
れ、脚部上方から８ｋＮを３，０００回繰り返
し荷重を掛けた結果、破損しなかった。○当該
製品の成分は、同等品と比較して差異は認めら
れなかった。●当該製品は、脚部に落下等の強
い衝撃が加わることで強度が低下することが認
められたことから、強度が低下した状態の当該
製品を使用していたため、着座する際の荷重等
で破断し、事故に至った可能性が考えられるが
、脚部に衝撃が加わった原因及び時期が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/09)椅子

（株）イトーキ

ＫＦＳ－７４５ＧＢ－Ｔ１
Ｂ２

( 重傷 )

A201900050

2019-0052

2019/03/07

(事故発生地)

東京都

　当該製品に着座中、当該製品から立ち
上がろうとしたところ、座面の前部が傾
斜し、転倒、負傷した。

　当該製品は、製造工程において座面下リクラ
イニング機構部のボルトの締結が不適切であっ
た可能性が考えられるが、再現試験において破
損状況が再現されず、詳細な使用状況及び事故
発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か
否かを含め、事故原因の特定には至らなかった
。

　再発防止措置として、（株）オカムラは
、２０１９年４月１２日より、プリテンシ
ョンストッパー固定ボルトの締結トルク管
理を実施し、２０１９年８月より、締結情
報データを管理及び蓄積できるドライバー
システムを導入した。既販品に対する再発
防止については、約５１万台の販売台数に
対して類似事故が発生していないことから
、状況を注視していく。

(受付:2019/04/17)椅子

（株）オカムラ

ＣＭ５２ＡＢ

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0059

A201900113

2019-0326

2019/05/08

(事故発生地)

茨城県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、ヒ
ーター及びヒーターコントローラー以外は、大
部分が焼失していた。○ヒーターに破断が認め
られ、その端部が炭化及び焼損していたほか、
取り付けられていた２個のサーモスタット中の
１個が設置されていた部位が焼失していた。○
ヒーターコントローラーは外郭樹脂が著しく焼
損していたが、電源コード、内部配線に短絡痕
は認められなかった。○事故発生１か月前及び
２日前に、６本のウォーターバッグのうち１本
から漏水があり、使用者が補修をし、防水シー
ト（ウォーターバッグが格納されている囲い）
にたまった水を拭き取っていた。○水漏れがあ
ったウォーターバッグ側のヒーター配置部分が
著しく焼損し、床が焼け抜けていた。○事故現
場には当該製品以外に火元となるような製品は
認められなかった。●当該製品は、ヒーターが
異常発熱して出火に至ったものと推定されるが
、焼損が著しく、水漏れがあったウォーターバ
ッグの補修状況及び事故発生時の詳細な状況が
不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/05/20)ウォーターベッド

（株）シーリージャパン（
現　（株）スリープセレク
ト）

ＷＣＭシリーズ

( 火災 )

A201900135

2019-0386

2019/04/08

(事故発生地)

北海道

　工事現場で当該製品を使用中、転落し
、左足指を負傷した。

　当該製品は、延性の低い支柱材が使用された
ため、支柱に亀裂が入り、破断に至ったものと
推定される。

　再発防止措置として、アルインコ（株）
は、２０１４年１２月２２日からリコール
（製品回収・返金・無償製品交換）を開始
しており、さらに２０１９年５月１０日付
けでウエブサイトに、重要なお知らせ【リ
コール社告】「伸縮式はしご型式ＭＷ－
３９」（再告知）として情報掲載を行い、
製品回収に取り組んでいる。

(受付:2019/05/28)はしご（伸縮式、アルミ
ニウム合金製）

アルインコ（株）

ＭＷ３９

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0060

A201900200

2019-0576

2019/05/26

(事故発生地)

富山県

　当該製品を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。

　調査の結果、○使用者が刈り刃に絡まった草
を取るため、エンジンを停止させずに当該製品
のエンジン部を下にして立て、枯れ草の上に置
いたところ、当該製品及び周辺の枯れ草を焼損
した。○当該製品は、エンジン部の周囲が焼損
していた。○マフラーカバー等の樹脂製部品が
焼損しており、燃料タンクキャップも焼損し外
れていた。○エンジン各部の焼損が著しく、燃
料漏れ等の異常の有無は確認できなかった。○
当該製品は５年前に購入し、これまで燃料漏れ
、破損等の不具合はなかった。○取扱説明書に
は、「刈り刃部に巻き付いた草を取り除くとき
は必ずエンジンを停止する。」旨 、記載されて
いるが、「エンジン部と排気ガスが高温になる
ため可燃物との接触に注意する。」旨、記載さ
れていなかった。●使用者がエンジンを停止さ
せずに当該製品を枯れ草の上に置いたことで高
温のマフラーと排気ガスにさらされた枯れ草が
発火したものと推定されるが、焼損が著しく、
燃料漏れ等の異常の有無が確認できなかったこ
とから、製品起因か否かを含め、事故原因の特
定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/18)草刈機

（株）丸山製作所（（株）
コメリブランド）

ＫＣ２６ＮＸ（（株）コメ
リブランド）

( 火災 )

A201900236

2019-0628

2018/12/30

(事故発生地)

福岡県

　当該製品を開閉中、当該製品の下部に
左足首が引っ掛かり、負傷した。

　使用者が急いで外出しようとしたため、当該
製品を閉めながら外へ出ようとした際、製品下
部の角部に足首がぶつかり負傷したものと考え
られるが、取扱説明書に扉と地面の隙間に関す
る注意表示が記載されていなかったことも事故
発生に影響したものと推定される。

　再発防止措置として、（株）ＬＩＸＩＬ
は、取扱説明書に「扉と地面の隙間に関す
る注意表示」を追記するよう検討している
。

(受付:2019/06/28)門扉

（株）ＬＩＸＩＬ

アメリカン１型

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0061

A201900254

2019-0687

2016/05/31

(事故発生地)

千葉県

　当該製品のボルトが外れ、金具に指を
挟み負傷した。

　当該製品は、手すり上部を天井に固定するね
じに緩み止め機能がない構造であったことから
、長期使用によりねじが緩んで外れ、手すりの
固定が不安定となったため、手で触れた際に指
を挟んだものと推定される。

　再発防止措置として、タキロン（株）（
現　タキロンシーアイ（株））は、点検を
行った上で、既存のねじのナットを緩み防
止機能のあるボルトナットに無償で交換し
ている。

(受付:2019/07/08)はしご（天井用、折りた
たみ式）

タキロン（株）（現　タキ
ロンシーアイ（株））

ＨＧ

( 重傷 )

A201900275

2019-0731

2019/06/08

(事故発生地)

不明

　当該製品を片付けるために持ち上げた
ところ、ロックが外れ、左手指を挟み、
負傷した。

　当該製品は、取扱説明書及び本体には「折り
畳んで持ち運ぶ際はロックを確実に掛ける。」
旨の記載がされておらず、ロックが完全に掛か
っていない状態で使用者が持ち上げた際に意図
せず天板が開き、丁番側に添えていた左手の指
を挟んだものと推定される。

　再発防止措置として、コールマンジャパ
ン（株）は、取扱説明書へロックに関する
注意表示を追加することとした。

(受付:2019/07/17)折りたたみテーブル

コールマンジャパン（株）

２００００１３１１９

( 重傷 )

A201900384

2019-0926

2019/05/31

(事故発生地)

福岡県

　当該製品の高さを調整していたところ
、天板が落下し、右手指を負傷した。

　調査の結果、設置業者が隣接机から１０ｍｍ
程度しか間隔が取れない場所に当該製品を設置
したため、天板の降下操作を行った際に当該製
品の天板受金具下に入り込んでいた隣接机の天
板に天板受金具部が乗り上げ、使用者が天板を
動かそうとして指を挟んだものと推定される。
　なお、取扱説明書には、「設置の際は、隣接
物や壁面から２５ｍｍ以上離す。」、「昇降操
作をする前に、天板の下や周囲に接触するもの
がないことを確認する。」旨、記載されている
。

　再発防止措置として、コクヨ（株）は、
２０２０年５月下旬製造分から、隣接物と
の間隔２５ｍｍを確保する部品（脚部スペ
ーサー）の取付けを行う予定である。また
、既販品の使用者に対しては、ダイレクト
メールにより「設置の際は、隣接物や壁面
から２５ｍｍ以上離す。」旨等の注意喚起
を行い、設置・施工業者への対応として、
誤った設置、施工を行わないよう、製品に
設置、施工時の注意点を取りまとめたチェ
ックシートの添付を行う予定である。

(受付:2019/08/16)机

コクヨ（株）

ＳＤ－ＳＥＳ１６７ＳＡＷ
ＰＡＷ

( 重傷 )



　製品区分：　04.家具・住宅用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0062

A201900521

2019-1193

2019/04/18

(事故発生地)

大分県

　子供が当該製品の小窓に手をついても
たれかかったところ、当該製品の小窓と
ガラスの隙間に右指を挟み、負傷した。

　当該製品は、設計値より幅が約５ｍｍ狭いガ
ラスが組み込まれていたため、使用者がガラス
に手をついてもたれ掛かった際のたわみでガラ
スとガラス枠間に隙間が生じ、当該隙間に右手
小指が挟まれたものと推定される。

　再発防止措置として、大建工業（株）は
、ホームページ掲載（２０１９年１０月８
日付け）及びダイレクトメールにより製品
の点検、修理を実施している。

(受付:2019/09/26)引戸

大建工業（株）

なし

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0063

A201800127

2018-0364

2018/05/01

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、当該製品のサドル
部が破損し、壁に衝突、首を負傷した。

　調査の結果、 ○使用者が当該製品で走行中、
突然サドルが前下がりになってバランスを崩し
、ハンドルで胸を打ってむち打ちになった。○
当該製品には、事故発生以前に生じたと推定さ
れる正面衝突及び転倒の痕跡が認められた。○
サドルのレザーカバーの先端部分に著しい摩耗
が認められたことから、使用者はふだんからサ
ドルの前寄りに着座していたものと考えられ、
サドルの後方にあるコイルばねが十分に衝撃を
吸収できない状態であったと推定された。○当
該製品の舟線は、事故発生以前から既に過大な
荷重が加わったことで亀裂を生じ、段差を乗り
越える等の衝撃が繰り返し加わったことで亀裂
が徐々に進展し、疲労破壊に至ったものと考え
られた。○当該製品と同等品の舟線でロックウ
ェル硬度を比較した結果、値はそれぞれ７５Ｈ
ＲＢ及び８８ＨＲＢであったことから、当該製
品は同等品に比べて強度が劣っていると考えら
れた。○当該製品の舟線を分析した結果、炭素
含有量は０．１９％でＪＩＳ Ｇ ３５０６「硬
鋼線材（ＳＷＲＨ）」の規定値（０．２４％～
０．８６％）を満たしていなかった。○当該製
品の舟線は直径が平均６．９８ｍｍで、同等品
の平均７．２３ｍｍよりも細かった。○当該型
式品の舟線は、材質がＳＷＲＨ相当と指定され
ていたが、詳細な仕様は指定されていなかった
。○当該型式品は、ＪＩＳ Ｄ ９４３１「自転
車－サドル」の疲労試験に合格していたが、試
験時に使用された舟線の仕様は確認できなかっ
た。●当該製品は、使用者がサドルの前寄りに
着座していたため、衝突や大きな段差を乗り越
えた際に過大な荷重が加わって疲労破壊に至っ
た可能性が考えられるが、当該製品のサドルは
同等品よりも強度が低く、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/06/08)電動アシスト自転車

パナソニック　サイクルテ
ック（株）

ＢＥ－ＥＮＤＳ６３３

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0064

A201800690

2018-1859

2019/01/03

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、当該製品のサドル
部が破損し、転倒、負傷した。

　調査の結果、○使用者が当該製品で走行中、
サドル下の舟線が折れてバランスを崩して転倒
し、肋骨及び左小指を骨折した。○使用者は、
事故発生前日に、当該製品のサドルの左後方部
が下方に曲がったようになっていることに気付
いたが、手で持ち上げると元に戻ったため、そ
のまま使用していた。○当該製品は、左側の舟
線が破断しており、破断した舟線の表面は、金
具固定位置付近で塗膜の剥がれが認められた。
○舟線の破断面は、天面側に亀裂の起点と思わ
れるラチェットマーク（段差）及びさびが、中
央部分に疲労破壊に特有のビーチマークが、地
面側に凹凸のある破面及び破面がつぶれたよう
な摩滅痕が、それぞれ認められたが、天面側に
亀裂が入った時期及び原因は特定できなかった
。○同等品のサドルを使用して、ＪＩＳ Ｄ 
９３１３－７「自転車－第７部：座面装置の試
験方法」に規定されるサドルの疲労試験を実施
したところ、基準を満たしていた。○同等品の
サドルを使用して、ロードシミュレーター（４
軸走行試験装置）を使ったサドルの耐久性試験
を実施したところ、１３５，０００回段差を乗
り越えたことに相当する負荷を加えてもサドル
に異常は認められなかった。○当該製品を確認
することができなかった。●使用者が舟線の破
断に気付いていながら使用を継続したため発生
した事故と推定されるが、当該製品を確認でき
ず、舟線に亀裂が入った原因及び時期が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/07)電動アシスト自転車

パナソニック　サイクルテ
ック（株）

ＢＥ－ＥＫＤ６３

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0065

A201900003

2019-0047

2019/02/12

(事故発生地)

東京都

　当該製品を停止させようとしたところ
、転倒し、左足を負傷した。

　調査の結果、○使用者は、勤務先への入門時
に社員証を提示するため、ほぼ平面なアスファ
ルト路面を徐行中、速度がほぼ０ｋｍ／ｈにな
り、とっさに足が出ずに転倒し、左足を負傷し
た。○使用者は、当該製品を購入してから、約
２か月間、片道１２ｋｍの通勤に使用していた
。○使用者は当該製品の前ホークを他社製のサ
スペンション付き前ホークに交換しており、前
ホークを交換してから事故発生日までの数週間
はバランスを崩して転倒することはなかった。
○同等品及び他社類似品３台に乗車し、加速、
減速、徐行及び下り坂走行中にブレーキを掛け
たときのブレーキ動作を確認したところ、ブレ
ーキ動作に異常はなく、差異は認められなかっ
た。○当該型式品はＢＡＡに適合している。○
当該製品を確認することはできなかった。●当
該製品を停車させたときに、使用者がバランス
を崩して転倒したものと推定されるが、他社製
の前ホークに交換された当該製品を確認できな
かったため、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/01)電動アシスト自転車

パナソニック　サイクルテ
ック（株）

ＢＥ－ＥＸＵ４４

( 重傷 )

A201900164

2019-0438

2019/04/24

(事故発生地)

東京都

　施設で使用者（８０歳代）が椅子から
立ち上がり、折り畳まれていた当該製品
を開こうとしたところ、転倒し、足を負
傷した。

　当該製品は、折り畳んだ状態から開けない又
は開きにくい状態になっていたことから、支え
がないと立っていられない身体状態の使用者が
、当該製品のハンドルグリップにつかまり、開
こうとした際に開くことができず、バランスを
崩して転倒したものと推定される。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/05)歩行車

パラマウントベッド（株）

ＫＺ－Ｃ２１００３

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0066

A201900188

2019-0540

2019/06/04

(事故発生地)

東京都

　施設で当該製品を充電中、当該製品を
焼損し、周辺を汚損する火災が発生した
。

　調査の結果、当該製品は、内蔵のバッテリー
パックのリチウムイオン電池セルが内部短絡し
たため、異常発熱して出火したものと推定され
るが、電池セルの焼損が著しく、内部短絡した
原因の特定には至らなかった。

　輸入事業者である（株）ＳＴＹＬＥは、
遊戯施設に販売した製品についてバッテリ
ーパック等の交換を実施していたが、当該
製品は交換後の製品であった。同社は、事
故の再発防止を図るため、バッテリーパッ
クの交換頻度を上げることとした。

(受付:2019/06/14)電動立ち乗り二輪車

（株）ＳＴＹＬＥ

ＣＨＩＣ－Ｓｍａｒｔ　Ｃ
１

( 火災 )

A201900190

2019-0542

2019/03/23

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、左腕を負傷した。

　調査の結果、○当該製品を確認した販売店に
よれば、ハンドルロックのケースは破損してお
らず、ハンドルを回転させると「カチカチ」と
音が鳴り、後輪のサークルロックのかんぬきと
連動ワイヤーの動きが悪く途中で止まっていた
との申出内容であった。○当該製品の後輪のサ
ークルロックは、スライダーの摺動性が悪くな
るとかんぬきが完全に戻らないことがあるが、
その状態で後輪は回転できる構造であった。○
当該型式品は、後輪のサークルロックを開錠し
た際にかんぬきが完全に戻っていないとハンド
ルロックの開錠が不十分になる可能性があった
。○製造事業者は、２０１０年には連動ワイヤ
ー戻り不良の事故を把握し、サークルロックの
設計変更を行い、２０１０年９月から２０１１
年７月の間で改良品への切替えを行っていた。
●当該製品は、後輪のサークルロックに摺動不
良が生じてサークルロックが開錠してもハンド
ルロックの開錠が不十分な状態になる設計であ
ったため、後輪が回転できるようになり使用者
が気付かず走行した際にハンドル操作ができず
に転倒したものと推定されるが、当該製品の確
認ができないため、製品起因か否かを含め、事
故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/14)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＳＳ８ＳＴＰ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0067

A201900249

2019-0669

2019/05/27

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、注意喚起
冊子には、「ハンドルロックの部品が壊れてい
ないか目視で確認する。」旨、及び「壊れたま
までいると、走行中に急にロックがかかること
がある。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/07/04)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬ

( 重傷 )

A201900269

2019-0727

2016/00/00

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、前輪がロックし、
転倒、顔を負傷した。

　調査の結果、○当該製品は既に修理されてお
り、事故発生時の状態は維持されていなかった
。○前ホークに変形は認められず、スポークに
破断や変形は認められなかった。○ハンドルロ
ックケースに割れは認められず、ハンドルを左
右に作動させたところハンドルの動きは円滑で
あった。○車体に変形や破損は認められなかっ
た。○その他の修理内容は不明であった。●当
該製品は既に修理されており、事故発生時の状
態は維持されておらず、詳細な状況が不明のた
め、製品起因か否かを含め、事故原因の特定に
は至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/16)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２７ＣＳ

( 重傷 )

A201900270

2019-0725

2018/07/16

(事故発生地)

大阪府

　使用者（７０歳代）が当該製品で走行
中、ハンドルがロックし、転倒、右足首
を負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、注意喚起
冊子には、「ハンドルロックの部品が壊れてい
ないか目視で確認する。」旨、及び「壊れたま
までいると、走行中に急にロックがかかること
がある。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/07/16)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬＤＸ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0068

A201900283

2019-0738

2019/06/04

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、胸部を負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、注意喚起
冊子には、「ハンドルロックの部品が壊れてい
ないか目視で確認する。」旨、及び「壊れたま
までいると、走行中に急にロックがかかること
がある。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/07/19)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬＤＸ

( 重傷 )

A201900322

2019-0816

2007/06/00

(事故発生地)

大阪府

　使用者（７０歳代）が当該製品に乗車
中、当該製品が突然動き出し、ブレーキ
が利かず、壁に衝突、転倒し、負傷した
。

　当該製品は、モーターを制御する部品の不具
合で事故発生に至った可能性が考えられるが、
部品交換後廃棄されて確認できなかったため、
製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至
らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/30)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＦ６０

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0069

A201900327

2019-0840

2019/06/26

(事故発生地)

神奈川県

　当該製品で下り坂を走行中、当該製品
の泥よけ部が前輪に巻き込まれ、前輪が
ロックし、転倒、負傷した。

　調査の結果、○使用者が当該製品で下り坂を
走行中、当該製品の前泥よけが前輪に巻き込ま
れ、前輪がロックし、転倒した。○事故発生時
、前輪に異物を巻き込んだかは不明である。○
当該製品の前泥よけと前タイヤとの間に前泥よ
けが巻き込まれており、前泥よけと前ホークを
固定しているＬ字金具及び前泥よけステーに変
形が認められた。○当該製品の前ハブ及びフラ
ップの内側に繊維の付着が認められた。○前輪
スポークに目立った変形は認められなかった。
○同等品の前泥よけは、ＪＩＳ Ｄ ９３１３－
１「自転車－第１部：試験条件通則及び部品な
どの試験方法」に基づく前泥よけの強度試験の
基準を満たしていた。○同等品を用いて、当該
製品製造当時のＪＩＳ Ｄ ９３０１「一般用自
転車」に基づき、トウクリアランスを測定した
結果、１０５ｍｍであり、基準値である８９ｍ
ｍ以上を満たしていた。●当該製品で下り坂を
走行中、前泥よけが前輪に巻き込まれ、前輪が
ロックし、バランスを崩して転倒したものと推
定されるが、事故発生時の詳細な状況が不明の
ため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定
には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/08/01)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＲ７８Ｓ３

( 重傷 )

A201900370

2019-0913

2019/03/26

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、転倒し、右足指を
負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/08/15)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２７ＣＳ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0070

A201900459

2019-1048

2019/08/01

(事故発生地)

神奈川県

　使用者（８０歳代）が当該製品で走行
中、転倒し、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/09/06)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２４ＮＬ

( 重傷 )

A201900545

2019-1245

2019/09/11

(事故発生地)

大阪府

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、注意喚起
冊子には、「ハンドルロックの部品が壊れてい
ないか目視で確認する。」旨、及び「壊れたま
までいると、走行中に急にロックがかかること
がある。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/10/03)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬＤＸ

( 重傷 )

A201900585

2019-1310

2017/06/30

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、転倒し、負傷した
。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/10/10)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬ

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0071

A201900586

2019-1316

2011/01/28

(事故発生地)

愛知県

　当該製品で走行中、バランスを崩し、
転倒、負傷した。

　調査の結果、○当該製品のペダルを踏み込ん
だときに外装６段式の後ギヤが空転したため、
バランスを崩して転倒した。○転倒場所は横断
歩道上で、路面は凍結していた。○事故発生後
、販売店で後ギヤの空転が確認された。○後ギ
ヤのギヤ板に異常な摩耗や傷は認められず、内
部のラチェット機構部にグリスの固着はなく、
全ての歯がつめとかみ合い、異常は認められな
かった。○同等品に当該製品の後ギヤを装着し
、平坦路及び勾配１０度の登坂路を走行したが
、空転は発生しなかった。●当該製品は、事故
発生後に販売店で後ギヤの空転が確認されたが
、後ギヤの外観及び内部機構に異常は認められ
ず、実走行において後ギヤの空転は再現しない
ことから、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/10/10)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＶＳ２０６Ｔ

( 重傷 )

A201900594

2019-1324

2016/01/10

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ブレーキを掛けた
ところ、前ブレーキが破損し、転倒、負
傷した。

　調査の結果、○前ブレーキを前ホークに固定
している貫通ボルトが折損していた。○折損部
はキャリパー本体側のねじ谷部であった。○貫
通ボルト表面には、貫通ボルトの固定が緩んで
いたことを示す前ホークとの擦り傷が付着して
いた。○破面はねじ谷部から亀裂が発生し、疲
労破壊により折損に至っていた。●当該製品は
、前ブレーキを固定している貫通ボルトに緩み
があったため、制動時に加わる応力で貫通ボル
トが折損し事故に至ったと推定されるが、貫通
ボルトが緩んだ原因及び時期が不明のため、製
品起因か否かを含め、事故原因の特定には至ら
なかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/10/10)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

Ａ６Ｌ３０

( 重傷 )

A201900742

2019-1511

2016/04/12

(事故発生地)

愛知県

　当該製品で走行中、チェーンが切れ、
転倒、負傷した。

　当該製品は、チェーンのピンに圧入不良があ
ったため、走行中に加わる引張力でピンの片側
が外プレートから外れてチェーンが切れ、ペダ
ルが空回りし、転倒に至ったものと推定される
。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、組立工場において、連結ピ
ンの圧入作業及び検査の徹底を実施してい
る。

(受付:2019/10/31)自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＣＳ７ＴＰ６

( 重傷 )



　製品区分：　05.乗物・乗物用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0072

A201900852

2019-1711

2018/11/13

(事故発生地)

千葉県

　当該製品で走行中、転倒し、右手を負
傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。　なお、注意喚起
冊子には、「ハンドルロックの部品が壊れてい
ないか目視で確認する。」旨、及び「壊れたま
までいると、走行中に急にロックがかかること
がある。」旨、記載されている。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/11/28)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬ

( 重傷 )

A201900876

2019-1749

2005/07/06

(事故発生地)

神奈川県

　使用者（７０歳代）が当該製品をこぎ
始めたところ、転倒し、負傷した。

　当該製品は、搭載された電動部品の内部の摩
耗又は部品取付けはんだに亀裂が入る不良によ
り、ペダルの踏み力が誤って検知されたことか
ら、こぎ始めに強いアシスト力が掛かる異常が
発生し、事故に至ったものと推定される。

　再発防止措置として、ブリヂストンサイ
クル（株）は、当該製品を含む型式につい
て、平成１９年５月１５日にホームページ
にて、平成１９年５月１６日に新聞社告に
て、対象製品について無償修理（対策部品
への交換）を実施する旨を掲載し、当該無
償修理を実施するとともに、同社及び販売
店からダイレクトメールの送付、使用者へ
の電話連絡、バッテリー交換時における改
修の案内、販売店店頭掲示用ポスターの配
布、平成２３年１０月中旬から販売店へ下
敷き状の周知ポスターの配布、平成２４年
３月初旬に再度ダイレクトメールの送付な
ど注意喚起を累次実施している。

(受付:2019/12/03)電動アシスト自転車

ブリヂストンサイクル（株
）

ＡＬＲ４２

( 重傷 )

A201900934

2019-1836

2019/11/27

(事故発生地)

東京都

　当該製品で走行中、ハンドルがロック
し、転倒、負傷した。

　当該製品は、ハンドルがロックされた状態で
過大な力が加わると使用者に異常を知らせるた
めにハンドルロックのケースを意図的に破損さ
せる設計であったが、ケースが破損すると内部
のロックレバーの動きをガイドする溝が広がっ
てロックレバーがカムから外れ、振動等でロッ
クレバーが動いて意図せずロックが掛かる危険
性に対して、技術的な保護対策が講じられてい
なかったため、ハンドルロックのケースが破損
していた状態で走行した際に突然ハンドルがロ
ックしたものと推定される。

　再発防止措置として、ヤマハ発動機（株
）は、２０１９年６月２４日より、対象製
品について、無償点検及び保護対策済品へ
の改修を実施している。

(受付:2019/12/13)電動アシスト自転車

ヤマハ発動機（株）

ＰＭ２６ＮＬＤＸ

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0073

A201700703

2017-1735

2017/06/00

(事故発生地)

大阪府

　当該製品を履いていたところ、足に皮
膚炎を発症した。

　調査の結果、 ○製品パッチテストは、当該製
品の中敷きで陽性反応を示した。○すべての化
学物質ではないが、考えうる範囲の化学物質に
よるパッチテストは、同等品の中敷きから検出
された光安定剤であるＴｉｎｕｖｉｎ７７０の
み陽性反応を示し、当該製品の中敷きから検出
された成分は陰性反応であった。○陽性反応を
示したＴｉｎｕｖｉｎ７７０は、当該製品から
検出されず、製造工程での使用が確認できなか
った。●当該製品の中敷きとの接触により、ア
レルギー性接触皮膚炎を発症したものと推定さ
れるが、原因物質は不明であり、製品起因か否
かを含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/01/26)サンダル

関西丸泰ゴム工業所

Ｎｏ．５００

( 重傷 )

A201800675

2018-1527

2018/11/21

(事故発生地)

和歌山県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○事故現場に当該製品２本を含
む複数のリチウムイオン電池セル、充電器及び
モバイルバッテリーが保管されていた。○当該
製品は電池セル２本のうち、１本の外装缶のみ
確認できたが、内部の電極体及び保護回路基板
は確認できなかった。○事故発生時、当該製品
は満充電で保管されており、他社製の電池セル
２本が充電中であった。○当該製品を除く電池
セル、充電器及びモバイルバッテリーの事業者
名等の詳細は不明であった。●当該製品の焼損
は著しく、確認できない部品があったこと、外
部からの延焼により焼損した可能性が考えられ
ることから、製品起因か否かを含め、事故原因
の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/01/31)リチウムイオン電池

ヴァストマート（株）

１８６５０

( 火災 )

A201800719

2018-1893

2019/02/08

(事故発生地)

東京都

　作業場で当該製品を焼損する火災が発
生した。

　当該製品は、修理後の放電検査中に内蔵リチ
ウムイオン電池セルに熱暴走が生じて出火した
可能性が考えられるが、当該製品の焼損は著し
く、放電検査時に使用していた放電装置の詳細
が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原
因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/14)バッテリー（リチウムイ
オン、電動リール用）

グローブライド（株）

ＳＬ１１０００ＷＰ

( 火災 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0074

A201800755

2018-1977

2019/01/17

(事故発生地)

広島県

　施設で当該製品を電動工具に装着して
置いていたところ、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。（
A201800754と同一事故）

　調査の結果、○事故発生前日の１７時頃、電
動工具を使用後、当該製品を装着した状態で事
故現場に置いていたところ、翌日の２時頃に出
火した。○事故現場は屋外であったとの情報が
あったが、詳細は不明であった。○当該製品は
、１０個のリチウムイオン電池セルのうちの１
個が著しく焼損しており、内部の電極体の大部
分は焼失していた。○電動工具本体は著しく焼
損しており、一部の電気部品が確認できなかっ
た。●当該製品は、リチウムイオン電池セルが
異常発熱し、出火に至ったものと考えられるが
、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不
明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の
特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/02/28)バッテリー（リチウムイ
オン、電動工具用）

（株）マキタ

ＢＬ１８６０Ｂ

( 火災 )

A201800800

2018-2094

2018/11/07

(事故発生地)

埼玉県

　当該製品を充電中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。

　調査の結果、○事故発生時、当該製品は他社
製充電器を用いて容量の半分程度までの充電を
行っていた。○当該製品の焼損は著しく、内蔵
されたリチウムポリマー電池セル２個のうち、
１個が焼失し、残存した電池セルも負極の一部
のみが残存していた。○事故発生時に使用され
ていた充電器は著しく焼損し、電源コードに溶
融痕が認められた。○充電器の事業者名等の詳
細は特定できなかった。●当該製品は内蔵のリ
チウムポリマー電池セルが異常発熱して出火し
た可能性が考えられるが、焼損が著しく、詳細
な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含
め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/03/18)バッテリー（リチウムポ
リマー、玩具用）

（株）富士倉

ＢＡ－０３９

( 火災 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0075

A201900027

2019-0095

2019/02/17

(事故発生地)

東京都

　使用者（７０歳代）が当該製品を使用
中、当該製品が折れ、転倒、胸部を負傷
した。

　調査の結果、○使用者は、自宅で当該製品を
使用中、廊下で転倒した際、当該製品の支柱が
折れ、肋骨を骨折した。○使用者は、ふだんか
らよろめくことがあり、事故発生時、当該製品
が刺さった（ぶつかった）との申出内容であっ
たが、事故発生時の状況を誰も見ていなかった
。○当該製品は、支柱の上部にグリップ部分が
２段の握りと、下部に４本の脚を有し、支柱の
伸縮は5段階に調節可能であり、脚部から上方
へ延びる支柱が、握りから下方に延びる支柱の
内側に入り、上下方向の伸縮を調節ピンにより
固定する構造であった。○当該製品は、脚部か
ら上方へ延びる支柱の上端部付近で破断してお
り、破断部の側面に亀裂、打痕、異物等は認め
られず、前側の破断面の前側にめくれたような
変形が認められ、前側以外に著しい凹凸は認め
られず、先端が均等に薄くなっていた。○同等
品及び４種の他社類似品Ａ～Ｄについて、握り
端部に鉛直方向に荷重を加え、破断に至る最大
荷重を測定したところ、同等品及び類似品Ａ～
Ｃは、当該製品とほぼ同一位置に亀裂が生じ、
類似品Ｄは、上下の握りの間の支柱下部に著し
い屈曲が認められ、亀裂又は屈曲に至ったとき
の荷重は、同等品は約２５０Ｎ、類似品Ａ～Ｄ
はそれぞれ約２５０Ｎ、約２８０Ｎ、約４００
Ｎ、約４２０Ｎであった。○破断した同等品及
び他社類似品Ａ～Ｃの破断面をＳＥＭ観察した
ところ、いずれも当該製品の最終破断部付近で
観察された延性破壊を示すディンプルが全周に
渡って確認された。●当該製品は、脚部から上
方へ延びる支柱の上端部を支点とし、支点より
上部に前方へ折れ曲がるような曲げ応力が加わ
ったことにより破断したものと推定されるが、
事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起
因か否かを含め、事故原因の特定には至らなか
った。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/04/09)杖

（株）マキテック

ＯＴ－３７ＰＧ

( 重傷 )



　製品区分：　06.身のまわり品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0076

A201900239

2019-0630

2019/06/08

(事故発生地)

静岡県

　車両内で当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

　調査の結果、○当該製品は、トラックの運転
席側ダッシュボード上に置かれていた。○当該
製品の焼損は著しく、外郭ケース及び制御基板
が焼失して確認できなかった。○リチウムイオ
ン電池セルは、８個のうち２個が焼失して確認
できなかった。○残存する電池セルの焼損は著
しく、一部の電池セルの内部電極に溶融痕が認
められた。○事故発生以前の当該製品の充放電
状況は不明である。●当該製品の焼損は著しく
、一部のリチウムイオン電池セルや制御基板が
確認できないことから、製品起因か否かを含め
、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/06/28)バッテリー（リチウムイ
オン、電動工具用）

（株）マキタ

ＢＬ１４６０Ｂ

( 火災 )

A201900293

2019-0709

2019/06/29

(事故発生地)

富山県

　当該製品を他社製の充電器に接続して
充電中、建物を全焼する火災が発生した
。（A201900419と同一事故）

　調査の結果、○事故発生時、当該製品はニッ
ケル水素電池用充電器を用いて充電されていた
。○事故発生現場の焼損が著しかったため、当
該製品及び充電器は回収されず、確認できなか
った。○同等品充電器を用いて、同等品を充電
した結果、外郭に膨張が認められたが、破裂、
出火には至らなかった。○本体及び取扱説明書
には、「リチウムポリマー電池専用、又はリチ
ウムポリマー電池対応充電器で充電すること。
」、「充電器の使用方法や設定を誤ると重大な
事故につながる。」旨、記載されている。●当
該製品をニッケル水素電池用充電器を用いて充
電したため、異常発熱して出火に至った可能性
が考えられるが、当該製品の確認ができず、事
故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2019/07/24)バッテリー（リチウムポ
リマー、玩具用）

（株）ジーフォース

ＧＦＧ９０２

( 火災 )

A201900812

2019-1644

2019/10/19

(事故発生地)

東京都

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　当該製品の結露対策が不十分であったため、
制御基板上の絶縁性能が低下し、異常発熱して
周辺の焼損に至ったものと推定される。

　輸入事業者である神田無線電機（株）は
、事故の再発防止を図るため、２０１４年
（平成２６年）１２月１５日にホームペー
ジに情報を掲載し、対象バッテリーについ
て無償で製品交換を実施している。

(受付:2019/11/18)バッテリー（リチウムイ
オン、電動アシスト自転
車用）

神田無線電機（株）

ＫＭＤ－ＢＴ８又はＫＭＤ
－ＢＴ８Ｎ

( 火災 )



　製品区分：　08.レジャー用品

経済産業省及び
消費者庁管理番号

NITE管理番号
事故発生年月日

品 名 事 故 通 知 内 容 事 故 原 因 再 発 防 止 措 置
経 済 産 業 省 又 は
消 費 者 庁
受 付 年 月 日

No. 0077

A201800351

2018-0938

2018/08/19

(事故発生地)

栃木県

　当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。

　調査の結果、○使用者は、携帯ゲーム機本体
に当該製品を取り付けた状態でゲームをした後
、日の当たらないところに当該製品を置いてい
たところ、当該製品から火が出た。○以前から
ゲーム中に携帯ゲーム機が熱くなることがあっ
たとの申出内容であった。○当該製品は、操作
用スティック等の樹脂部品が焼失していたが、
内部のメイン基板に出火の痕跡は認められなか
った。○当該製品のリチウムイオン電池セルは
焼損し、電極体は密度が低下してたわんでおり
、負極板に溶融及び穴空きが認められた。○保
護回路基板に溶融等の異常は認められなかった
。○携帯ゲーム機本体に出火の痕跡は認められ
なかった。●当該製品は、内部のリチウムイオ
ン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと
推定されるが、焼損が著しく、製品起因か否か
を含め、事故原因の特定には至らなかった。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。

(受付:2018/09/11)ワイヤレスコントローラ
（携帯ゲーム機用）

任天堂（株）

ＨＡＣ－０１５

( 火災 )

A201900089

2019-0255

2019/04/23

(事故発生地)

兵庫県

　当該製品を使用した玩具が墜落し、そ
の周辺を焼損する火災が発生した。（
A201900090と同一事故）

　調査の結果、○当該製品は模型飛行機の昇降
舵用のモーターである。○模型飛行機が離陸し
てから７分後に当該製品を使用した昇降蛇が動
作しなくなったため、エンジンを停止させて墜
落させ、墜落後に破裂音がして出火した。○墜
落直前まで模型飛行機より、炎及び煙は出てい
なかった。○模型飛行機には、エンジン、モー
ター５個、受信機、受信機用バッテリー及びジ
ャイロが搭載されており、各電気部品をつなぐ
配線は自作のものを使用していた。○当該製品
は焼損が著しく原形をとどめておらず、内部基
板は、一部変色しており、過負荷が加わった痕
跡が認められた。○方向舵用のモーターは、焼
損が著しく原形をとどめていなかった。○配線
の一部が焼失しており、確認できなかった。○
墜落時、エンジンの燃料が残っていた。○模型
飛行機に搭載されているその他の電気部品に出
火の痕跡は認められなかった。○使用者は、模
型飛行機の操縦歴が５０年あり、週に３回程度
飛行させていた。●当該製品の焼損は著しく、
操縦不能となった原因が不明のため、製品起因
か否かを含め、事故原因の特定には至らなかっ
た。

　引き続き同様の事故発生について注視し
ていくとともに、必要に応じて対応を行う
こととする。
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